
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
一
）

古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て

吉　
　

原　
　

達　
　

也

は
じ
め
に　

問
題
の
所
在

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
『
母
権
制

（
1
）

』
の
な
か
で
「
自
然
法
」（ius naturale, N

aturrecht

）
と
い
う
用
語
を
頻
繁
に
使
用
す
る

（
2
）

。
こ
の
用
語

は
、
大
き
く
分
け
て
つ
ぎ
に
三
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
か
り
に
こ
れ
を
識
別
の
た
め
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
形
容
詞
を
つ
け
て
、
一　

ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
（
ウ
ェ
ヌ
ス
）
的
乱
婚
制
的
自
然
法
、
二　

デ
メ
テ
ル
（
ケ
レ
ス
）
的
婚
姻
的
自
然
法
、
三　

思
弁
的
自
然
法
と
区
別
す
る

こ
と
に
し
た
い
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
用
語
は
同
じ
表
現
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
照
射
さ
れ
る
。
自
然
法
と
い

う
言
葉
に
し
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
自
然
法
と
い
う
観
念
を
便
宜
的
に
こ
こ
で
は
発
展
段
階
的
に
捉
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
バ

ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
人
類
の
家
族
の
歴
史
を
乱
婚
制
（
娼
婦
制H

etärism
us

）
か
ら
母
権
制
を
経
て
父
権
制
へ
と
発
展
段
階
的
に
捉
え
て
見

せ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
そ
れ
に
対
応
す
る
自
然
法
が
あ
る
。
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
（
ウ
ェ
ヌ
ス
）
は
、
バ
ハ

論　

説

一
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オ
ー
フ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
乱
婚
制
的
段
階
を
表
象
す
る
女
神
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
段
階
の
法
の
あ
り
方
も
自
然
法
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
人
間
が
始
原
に
お
い
て
採
集
と
狩
猟
に
よ
っ
て
ひ
た
す
ら
感
覚
的
な
快
楽
だ
け
を
求
め
る
生
活
を
営
ん
で
い
た
と

考
え
る
。
こ
う
し
た
状
態
が
乱
婚
的
（hetärisch

）
と
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
形
象
は
泥
土
に
繁
茂

し
た
植
性
で
あ
る
。
始
原
に
お
い
て
女
性
を
含
め
て
い
っ
さ
い
の
も
の
が
共
同
で
あ
る
、
つ
ま
り
「
所
有
権
は
存
在
し
な
い
」。
こ
の
段

階
の
法
が
「
最
初
の
自
然
法
」、
動
物
と
人
間
に
共
通
の
「
素
朴
な
自
然
法
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。『
母
権
制
』
冒
頭
の
リ
ュ
キ
ア
の
章
は
、

ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
の
読
解
か
ら
始
ま
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る

（
3
）

。
そ
こ
か
ら
数
多
く
の
文
献
資
料
を
駆
使
し
て
初
期
の
自
然
法
状
態

を
描
き
出
し
て
い
く
。
同
章
第
六
節
で
、
母
権
制
が
婚
姻
と
そ
の
き
わ
め
て
厳
格
な
貞
潔
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
に
注
目
し
、
ロ
ー
マ
の

家
族
法
の
問
題
に
言
及
し

（
4
）

、
そ
の
後
、
第
七
節
に
至
り
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
ロ
ー
マ
帝
政
期
の
詩
人
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
物

語
』
を
引
き
合
い
に
出
し
て

（
5
）

、
イ
ン
セ
ス
ト
・
タ
ブ
ー
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
詩
人
は
父
親
キ
ニ
ュ
ラ
ス
に
対
す
る
娘
ミ
ュ
ル
ラ
の

打
ち
勝
ち
が
た
い
愛
情
を
歌
い
上
げ
る
。

だ
っ
て
自
然
の
情
は
、
／
こ
の
よ
う
な
愛
を
非
と
し
て
い
る
と
は
お
も
わ
れ
な
い
の
で
す
。
ほ
か
の
獣
た
ち
は
、
け
へ
だ
て
な
し
に
交
わ
っ
て
い

る
。
自
分
の
父
親
を
背
中
に
乗
せ
る
こ
と
も
、
／
雌
牛
に
と
っ
て
恥
と
も
お
も
わ
れ
な
い
し
、
雄
馬
は
自
分
の
娘
を
妻
に
す
る
。
／
雄
山
羊
は
、
み

ず
か
ら
生
ん
だ
雌
山
羊
た
ち
の
群
れ
に
は
い
っ
て
行
く
し
、
／
鳥
も
、
自
分
の
父
親
の
子
を
み
ご
も
る
の
だ
。
／
そ
ん
な
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
る

も
の
た
ち
こ
そ
、
し
あ
わ
せ
だ
！
／
だ
の
に
、
人
間
の
お
っ
せ
か
い
が
、
意
地
悪
い
法
を
定
め
、
自
然
が
許
し
て
い
る
こ
と
を
／
嫉
妬
深
い
掟
が
拒

否
し
て
い
る
。
で
も
、
人
種
に
よ
っ
て
は
、
／
母
親
が
息
子
と
、
娘
が
父
親
と
一
緒
に
な
り
、
／
二
重
の
愛
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
情
が
深
ま
る
と
か
。

（
一
〇
・
三
二
一
以
下
、
中
村
善
也
訳
『
変
身
物
語
』
下
・
岩
波
文
庫
・
一
九
八
一
年
に
よ
る
、
改
行
省
略
）

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
法
は
女
性
的
自
然
原
理
と
の
関
係
で
は
自
然
法
則
と
い
う
性
格
し
か
も
ち
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
つ
か
は
自
然
法
と
市
民
法
＝
実
定
法
と
の
対
立
か
ら
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
そ
の
決
定
的
な
違
い
は
実
定
的
な
市
民
法
が
素
朴
な

二
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）

動
物
的
物
質
的
生
活
の
法
則
に
敵
対
し
こ
れ
を
排
除
す
る
点
で
あ
る
。
人
間
の
よ
り
高
次
の
定
め
に
よ
れ
ば
、
実
定
法
は
多
く
の
点
で
物

質
的
な
生
活
法
則
を
打
破
し
、
そ
の
支
配
を
奪
い
取
る
。
そ
の
例
証
が
父
親
キ
ニ
ュ
ラ
ス
に
対
す
る
打
ち
勝
ち
難
い
愛
情
に
捉
え
ら
れ
た

ミ
ュ
ル
ラ
で
あ
る
。
物
質
的
自
然
法
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
結
婚
は
許
さ
れ
る
が
、
市
民
法
に
は
違
背
す
る
。
イ
ン
セ
ス
ト
・
タ
ブ
ー
は
実

定
法
上
の
も
の
で
あ
り
、
素
朴
な
物
質
的
生
活
の
法
則
に
無
縁
で
あ
る
。
自
然
法
の
支
配
は
特
定
の
き
わ
め
て
重
要
な
人
間
生
活
の
領
域

で
市
民
法
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
。
そ
こ
に
自
然
法
か
ら
市
民
法
へ
の
進
歩
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
人
間

の
法
観
念
の
変
化
を
捉
え
て
い
る

（
6
）

。

本
稿
で
は
、『
母
権
制
』
そ
れ
自
体
の
分
析
を
離
れ
、
そ
の
一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
イ
ン
セ
ス
ト
・
タ
ブ
ー
の
問
題
が
古
代
ロ
ー
マ
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
う
し
た
関
心
は
、
わ
が
国
で
は
一
九
七
〇
年
代
、
従
来
の

法
制
史
的
研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
ロ
ー
マ
の
家
族
の
実
態
を
具
体
的
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
、
弓
削
達
氏
ら
に
よ
る
ロ
ー

マ
の
日
常
生
活
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
ユ
ウ
ェ
ナ
リ
ス
ら
の
諷
刺
詩
人
な
ど
を
素
材
に
し
な
が
ら
、

古
い
家
族
制
度
の
解
体
に
伴
う
家
族
的
紐
帯
の
弛
緩
、「
解
放
さ
れ
た
」
妻
や
子
供
、
母
親
の
地
位
の
向
上
、
横
行
す
る
離
婚
、
乱
れ
た

性
道
徳
の
あ
り
よ
う
が
生
き
生
き
と
描
き
出
さ
れ
た

（
7
）

。
本
村
凌
二
氏
は
、「
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
「
性
」
と
家
族

（
8
）

」
と
い
う
論
稿
の
中

で
、
ロ
ー
マ
帝
政
初
期
・
中
期
に
生
き
る
人
び
と
の
心
性
あ
る
い
は
感
性
を
社
会
生
活
の
深
層
構
造
と
し
て
探
究
す
る
姿
勢
が
自
覚
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
立
場
か
ら
、
社
会
生
活
の
最
も
基
本
的
な
単
位
を
な
す
家
族
を
め
ぐ
っ
て
、
性
関
係
を
基
軸
と
し
て
そ
の
あ
り
方

を
捉
え
直
す
こ
と
を
試
み
ら
れ
た
。
姦
通adulterium

、
淫
行stuprum
と
い
っ
た
言
葉
の
意
味
変
化
に
注
目
さ
れ
、
そ
の
背
景
と
し
て
、

「
結
婚
」
に
基
づ
く
家
族
と
い
う
生
活
形
態
が
、
帝
政
期
を
通
じ
て
徐
々
に
普
及
し
、
下
層
市
民
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
兵
士
や
奴
隷
に

ま
で
広
く
浸
透
し
て
い
る
形
跡
が
う
か
が
え
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

三
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（
四
）

筆
者
は
、
先
に
、
姦
通
処
罰
に
関
す
る
ユ
リ
ウ
ス
法

（
9
）

に
関
す
る
註
解
が
収
録
さ
れ
た
『
学
説
彙
纂
』
第
四
八
巻
第
五
章
に
つ
い
て
若
干

の
検
討
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る

（
10
）

。
本
稿
で
は
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
性
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
罪
の
類
型
を
個

別
に
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
共
和
政
期
に
は
、
性
倫
理
の
違
反
は
し
ば
し
ば
公
法
廷
﹇
民
会
裁
判
﹈
の
審
理
の
対
象
で
あ
っ
た

（
11
）

。

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
よ
る
姦
通
処
罰
法
が
、
婚
姻
外
の
性
関
係
を
初
め
て
通
常
犯
罪
に
組
み
入
れ
て
以
後
、adulterium

は
、stuprum

と
と
も
に
、
性
的
犯
罪
に
関
す
る
法
発
展
の
焦
点
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
売
春
に
関
す
る
犯
罪
と
し
て
、
売
春
の
幇
助lenocinium

と

売
春
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
そ
の
他
の
性
に
関
わ
る
犯
罪
と
し
て
、
同
性
愛
、
誘
拐
及
び
強
姦
の
問
題
も
検
討
の
対
象
に
加
え
た
い
と
考

え
て
い
る
。
自
由
身
分
の
男
性
や
少
年
と
の
同
性
愛
は
共
和
政
期
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
影
響
を
通
じ
て
少

な
く
と
も
奴
隷
や
男
娼
と
の
同
性
愛
は
許
容
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
は
、
法
学
文
献
の
中
で
、
法
学
者
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
性

に
関
わ
る
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
の
検
討
を
通
じ
て
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
性
を
め
ぐ
る
意
識
の
変
化
を
法
学
の
世
界
の

中
に
い
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
対
象
を
検
討
す
る

に
あ
た
っ
て
、
以
上
に
掲
げ
た
よ
う
に
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
く
、
将
来
に
委
ね
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
差
し
当
た
り
、
本
稿
で
は
、
古

代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
イ
ン
セ
ス
トincestum

の
問
題
に
つ
い
て
限
定
し
て
若
干
の
考
察
を
行
う
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

一
．
イ
ン
セ
ス
トincestum （

12
）

ま
ず
、incestum

に
関
連
す
る
語
彙
に
つ
い
て
、
主
にC

harlton T
. L

ew
is, C

harles S
hort, A

 L
atin

 D
iction

ary

及
び
『
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ラ
テ
ン
語
辞
典
』
第
二
版

（
13
）

に
よ
り
な
が
ら
、
代
表
的
な
用
例
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

形
容
詞
の
一
般
的
用
法
：cum

 verborum
 contum

eliis optim
um

 virum
 incesto ore lacerasset

「
汚
い
口
か
ら
出
て
く
る
罵
り
の
言
葉
で
、

四



古
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（
五
）

そ
の
立
派
な
人
を
罵
倒
し
て
」、C

ic. P
h

il. 11, 2, 5: saepe D
iespiter N

eglectus incesto addidit integrum

「
無
視
さ
れ
た
神
ユ
ピ
テ
ル
は

ま
ま
善
人
を
悪
人
の
仲
間
に
加
え
た
り
。」、H

or. C
. 3, 2, 30: catervae Incestarum

 avium

「（
遺
体
を
啄
む
）
汚
ら
わ
し
い
鳥
た
ち
の
群
れ
」

S
tat. T

h. 9, 27: profana illic om
nia, quae apud nos sacra: rursum

 concessa apud illos, quae apud nos incesta

「
我
々
の
と
こ
ろ
聖

な
る
す
べ
て
は
彼
ら
﹇
ユ
ダ
ヤ
人
﹈
に
と
っ
て
瀆
神
的
で
あ
り
、
我
々
の
と
こ
ろ
でincesta

な
も
の
は
彼
ら
の
と
こ
ろ
で
許
さ
れ
る
」、T

ac. H
. 

5, 4: an triste bidental M
overit incestus

「
忌
む
べ
き
落
雷
の
地
を
不
敬
に
も
汚
し
た
か
ら
か
」、H

or. A
. P

. 472.

形
容
詞
形incestus
は
、
こ
の
よ
う
に
、「
不
敬
な
」
の
よ
う
に
宗
教
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
「
汚
い
」「
汚
れ
た
」
世
俗
的
な
意
味

合
い
に
ま
で
広
範
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。incestus

はinteger

つ
ま
り
「
け
が
れ
の
な
い
」「
高
潔
な
」、sacer

「
清
め

ら
れ
た
」「
聖
別
さ
れ
た
」
と
対
照
さ
れ
、
善
と
悪
、
神
聖
と
不
敬
の
よ
う
な
対
応
関
係
が
一
般
的
な
か
た
ち
で
観
念
さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
意
味
合
い
は
、
不
貞
な
、
節
操
の
な
い
、
淫
ら
な
、
不
浄
な
と
表
現
で
き
る
よ
う
な
、
あ
る
種
の
道
徳
的
な
い
し
倫
理
的

な
も
の
と
の
関
係
で
観
念
さ
れ
る
層
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

Ilion F
atalis incestusque judex ... vertit In pulverem

 

「
節
操
の
な
い
裁
き
手
や
異
国
の
女
は
イ
リ
オ
ン
を
灰
燼
に
帰
し
た
」、H

or. C
. 3, 

3, 19

の
「
節
操
の
な
い
裁
き
手
」
は
ヘ
ラ
、
ア
テ
ナ
、
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
の
三
女
神
を
め
ぐ
る
審
判
に
お
け
る
ト
ロ
イ
ア
の
王
子
パ
リ
ス
の
こ
と
、

結
果
と
し
て
異
国
の
女
ヘ
レ
ネ
の
関
係
が
ト
ロ
イ
ア
の
滅
亡
を
も
た
ら
し
た
。「
節
操
な
き
王
」、P

lin. P
an. 52, 3:

「
不
純
な
愛
」、H

or. C
. 3, 6, 

23;

「
不
倫
な
恋
情
」、T

ac. A
. 12, 4: 

「
不
倫
な
結
婚
」nuptiae, id. ib. 11, 25 fi n.; 

「
近
親
相
姦
た
る
結
婚
」、S

uet. C
lau

d. 26:

「
不
倫
な
る

夜
」、P

lin. P
an. 63, 7: 

「
汚
ら
わ
し
い
言
葉
」、O

v. T
r. 2, 503: pellicere aliquem

 incesto serm
one

「
い
か
が
わ
し
い
言
葉
で
か
の
者
を
口

説
く
」、L
iv. 8, 28, 3: incestus m

anus intra term
inos sacratos inferre

「
汚
れ
た
手
を
聖
な
る
神
域
の
中
へ
と
も
た
ら
し
た
と
言
わ
れ
る
」、

id. 45, 5, 7: corruptor et idem
 incestus,

「
不
敬
な
る
誘
惑
者
」、Juv. 4, 9. 

な
ど
。

こ
れ
ら
は
限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
、
形
容
詞
形
のincestus

が
と
く
に
男
女
の
性
的
な
関
係
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
観
念
さ
れ
て

五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
六
）

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
用
例
か
ら
、
名
詞
と
し
て
のincestum

は
、
不
貞
、
不
身
持
、
淫
奔
、
み
だ
ら
な
、
下
卑
た
、

猥
褻
な
こ
と
を
意
味
す
る
用
法
が
生
ま
れ
て
く
る
。
と
く
に
宗
教
法
違
反
と
し
て
、
近
親
相
姦
の
観
念
が
登
場
す
る
。

incestum
 pontifi ces suprem

o supplicio sanciunto

「
近
親
相
姦
は
、
高
級
聖
職
者
は
こ
れ
を
最
高
刑
を
も
っ
て
罰
す
べ
し
」 C

ic. L
eg. 2, 9, 

22: concubuit cum
 viro ... fecit igitur incestum

「
男
と
同
衾
せ
り
、
さ
す
れ
ば
不
倫
を
犯
せ
り
」、id. Inv. 1, 40, 73. com

m
ittere, Q

uint. 

4, 2, 88; D
ig. 23, 2, 39: ex incesto, quod A

ugustus cum
 Julia fi lia adm

isisset

「
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
娘
の
ユ
リ
ア
と
犯
し
た
近
親
相
姦

よ
り
﹇
実
の
母
が
生
ま
れ
た
と
誇
っ
た
﹈」、S

uet. C
alig. 23; cf.: incesti cum

 sorore reus,

「
姉
妹
と
の
近
親
相
姦
の
か
ど
で
」、id. N

er. 5: 

cum
 fi lia com

m
issum

「
娘
と
近
親
相
姦
を
犯
し
た
」Q
uint. 5, 10, 19: incesto liberatus, C

ic. P
is. 39, 95: incesti dam

nata

「
近
親
相
姦

の
廉
で
有
罪
と
な
っ
た
女
」、Q

uint. 7, 8, 3: 

「
こ
の
名
が
こ
の
場
所
に
付
け
ら
れ
た
の
は
不
貞
に
由
来
す
る
」ab incesto id ei loco nom

en 

factum
, L

iv. 8, 15, 8: incesti poena ... in viro in insulam
 deportatio est

「incestum

の
罰
は
、
…
男
子
に
於
て
は
島
地
へ
の
重
流
刑
で
あ

る
。」、P

aul. S
ent. 2, 26, 15. __ In plur.: stupra ... et adulteria, incesta denique, 

た
と
え
不
義
、
姦
通
、
密
通
、
そ
し
て
近
親
相
姦
と

い
っ
た
す
べ
て
厳
し
く
非
難
さ
れ
る
べ
き
恥
辱
を
除
外
し
た
と
し
て
もC

ic. T
usc. 4, 35, 75: super sororum

 incesta

妹
た
ち
と
の
不
倫
な
関

係
を
別
と
し
て
、S

uet. C
alig. 36: V

estalium
 virginum

,

「
ウ
ェ
ス
タ
巫
女
た
ち
の
ふ
し
だ
ら
な
行
跡
」id. D

om
. 8. （

14
）

以
上
に
挙
げ
た
用
例
は
、
キ
ケ
ロ
、
リ
ウ
ィ
ウ
ス
、
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
、
ク
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
、
ユ

ウ
ェ
ナ
リ
ス
ら
で
あ
り
、
時
代
的
に
共
和
政
末
か
ら
帝
政
期
に
か
け
て
と
時
代
的
に
は
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
が
語
ら
れ
た
文

脈
、
法
廷
弁
論
で
あ
っ
た
り
、
歴
史
叙
述
で
あ
っ
た
り
、
詩
と
し
て
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
法
廷
弁
論
の
訓
練
の
た
め
の
題
材
で
あ
っ
た
り
、

実
際
に
は
よ
り
精
密
に
そ
の
内
容
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
はincestum

に
か
か
わ
る
語
義
の
範
囲
を
確

認
す
る
に
留
め
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。

古
代
ロ
ー
マ
で
はincestum

は
父
祖
の
慣
習
と
も
言
う
べ
き
伝
統
的
な
モ
ラ
ル
に
反
す
る
罪
と
さ
れ
て
い
た
。incestum

は
、
神
法

六



古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
七
）

fas
の
領
域
に
由
来
す
る
概
念
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
宗
教
的
規
範
に
反
す
る
不
貞
行
為
を
意
味
す
る
、
と
さ
れ
る

（
15
）

。
こ
の
宗
教
的
イ
ン
セ

ス
ト
の
一
つ
の
事
案
が
、
ウ
ェ
ス
タ
巫
女
に
よ
る
貞
潔
宣
誓
違
反
で
あ
り
、
こ
れ
は
宗
教
的
違
背
行
為
と
し
て
神
官
団
の
管
轄
に
属
し
、

伝
承
で
は
さ
ま
ざ
ま
に
死
刑
犯
罪
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る

（
16
）

。
ウ
ェ
ス
タ
巫
女
に
対
す
る
刑
罰
は
、
ま
ず
鞭
打
ち
が
行
わ
れ
た
あ
と
、
生

き
埋
め
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
神
に
仕
え
る
巫
女
へ
の
直
接
的
な
殺
害
はnefas

と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の

神
官
に
よ
る
刑
罰
権
行
使
に
つ
い
て
、
古
く
は
、
モ
ム
ゼ
ン
ら
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ウ
ェ
ス
タ
巫
女
に
対
す
る
大
神
官pontifex 

m
axim

us

の
家
長
権patria potestas

に
由
来
す
る
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ス
タ
巫
女
が
共
同
体
の
娘
で
あ
り
、
ま
さ

に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
大
神
官
の
家
権
力
に
服
し
た
と
考
え
ら
れ
た

（
17
）

。
そ
の
後
、
ヨ
ル
ダ
ン
ら
に
よ
っ
て
、
家
長
権
行
使
と
い
う
よ

り
は
む
し
ろ
夫
権
の
行
使
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
学
説
が
提
示
さ
れ
た
。
大
神
官
が
神
の
代
理
人
で
あ
り
マ
ヌ
スm

anus

に
対
応
す
る

権
力
の
保
持
者
と
し
て
ウ
ェ
ス
タ
巫
女
の
イ
ン
セ
ス
ト
の
際
に
家
長
権
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
夫
権
の
行
使
で
あ
る
と
す
る
説
が
有
力
に

唱
え
ら
れ
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
巫
女
服
と
ロ
ー
マ
婦
人
の
婚
礼
衣
装
と
の
同
一
性
か
ら
そ
れ
ゆ
え
神
と
の
婚
姻
の
締
結
の
た
め
の

象
徴
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
神
官
の
刑
罰
権
が
姦
夫
に
も
拡
張
さ
れ
、
民
会
で
鞭
打
ち
さ
れ
た
と
い
う
事
実
と
も
符
合
す
る

（
18
）

こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。

fas

に
属
し
な
が
ら
、
そ
の
他
の
面
で
は
不
分
明
なincestum
の
概
念
は
、
し
だ
い
に
世
俗
法
の
領
域
へ
と
移
さ
れ
、
そ
の
中
で
特
定

化
さ
れ
、
近
親
相
姦
を
詳
細
に
画
す
る
こ
と
に
な
る
。
古
く
は
血
族
間
の
性
的
関
係
は
、
婚
姻
の
形
で
あ
れ
単
な
る
同
衾
と
い
う
形
を
と

ろ
う
と
も
、
神
法
秩
序
に
反
し
、
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
も
神
官
団
が
禁
止
へ
の
従
属
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

（
19
）

。
し
か
し
血
族
と

し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
法
に
よ
っ
て
六
親
等
ま
で
の
も
の
が
親
族
と
し
て
考
慮
さ
れ
た

（
20
）

。

広
範
な
婚
姻
制
限
に
対
す
る
反
動
は
す
で
に
比
較
的
に
早
く
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
初
期
の
記
録
と
し
て
は
、
リ
ウ
ィ
ウ
ス

七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
八
）

第
二
〇
巻
要
略

（
21
）

が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
三
世
紀
末
、
Ｐ
・
ク
ロ
エ
リ
ウ
スC

loelius

に
つ
い
て
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
彼
は

は
じ
め
て
父
祖
た
ち
の
慣
習
に
抗
し
て
七
親
等
の
親
族
者
を
妻
に
迎
え
た
。
た
し
か
に
ク
ロ
エ
リ
ウ
ス
は
そ
れ
ゆ
え
に
死
刑
裁
判
に
巻
き

込
ま
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
無
罪
と
な
っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
。
爾
来
四
親
等
間
の
関
係
が
許
さ
れ
る
。
共
和
政
期
に
は
、
イ
ン
セ
ス
ト

が
姻
戚
関
係
の
場
合
に
も
問
題
と
な
る
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
確
定
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
キ
ケ
ロ
『
ク
ル
エ
ン
テ
ィ
ウ
ス
弁

護
』
五
、
六

（
22
）

に
照
ら
し
見
れ
ば
否
定
さ
れ
る
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
義
理
の
母
と
以
前
の
義
理
の
息
子
と
の
婚
姻
と
い

う
き
わ
め
て
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
事
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
法
的
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

二
．
学
説
彙
纂
の
中
のincestum

そ
こ
で
次
に
、
ロ
ー
マ
法
学
者
がincestum

の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
よ
る
姦
通

処
罰
に
関
す
る
ユ
リ
ウ
ス
法L

ex Iulia de adulteriis

に
お
い
て
も
、
本
来
期
待
さ
れ
る
よ
う
なincestum

に
関
し
て
、
詳
細
な
規
定

も
罰
も
な
か
っ
た
。
根
本
的
に
、
こ
う
し
たcom

m
une crim

en

に
つ
い
て
、
法
律
の
特
別
規
定
は
一
般
的
に
提
供
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
は
、incestum

自
体
が
同
時
にadulterium

の
要
件
と
重
な
り
合
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

（
23
）

。

ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
学
説
彙
纂
』
第
二
三
巻
第
二
章
は
婚
姻
の
儀
式
に
つ
い
て
と
題
さ
れ
る
。
同
章
の
中
で
、incestum

に
関
し
て
、

次
の
よ
う
な
法
学
者
パ
ウ
ル
ス
の
見
解
が
伝
え
ら
れ
る
。

D
.23.2.39.1, P

aul 6 ad
 P

lau
t.: S

i quis ex his, quas m
oribus prohibem

ur uxores ducere, duxerit, incestum
 

dicitur com
m
ittere.

「
も
し
あ
る
者
が
習
俗
に
よ
り
妻
に
娶
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
る
女
た
ち
の
中
か
ら
妻
を
娶
っ
た
場
合
に
は
、

そ
の
者
はincestum

を
な
し
た
と
云
わ
れ
る

（
24
）

。」

八



古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
九
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
習
俗
上
妻
と
し
て
娶
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
者
た
ち
と
い
う
範
疇
が
あ
り
、
そ
の
範
疇
に
属
す
る
者
を
妻
と
す
る
こ

と
はincestum

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

パ
ウ
ル
ス
は
別
の
箇
所
で
、
奴
隷
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
身
分
に
な
っ
た
場
合
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

D
.23.2.14.2, P

aul 35 ad
 ed

.: S
erviles quoque cognationes in hoc iure observandae sunt. Igitur suam

 m
atrem

 

m
anum

issus non ducet uxorem
: tantundem

 iuris est et in sorore et sororis fi lia. Idem
 e contrario dicendum

 est, ut 

pater fi liam
 non possit ducere, si ex servitute m

anum
issi sint, etsi dubitetur patrem

 eum
 esse. U

nde nec volgo 

quaesitam
 fi liam

 pater naturalis potest uxorem
 ducere, quoniam

 in contrahendis m
atrim

oniis naturale ius et pudor 

inspiciendus est: contra pudorem
 est autem

 fi liam
 uxorem

 suam
 ducere. 

「
奴
隷
の
血
族
関
係
も
こ
の
法
に
お
い
て
考
慮

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（S

erviles quoque cognationes in hoc iure obeservandae sunt

）。
し
た
が
っ
て
解
放
自
由
人
は
自
己
の
母
を

妻
に
娶
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
姉
妹
並
び
に
姉
妹
の
娘
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
を
法
に
か
な
う
。
反
対
に
、
父
と
娘
は
、
彼
ら
が

奴
隷
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
場
合
に
は
、
た
と
え
そ
の
者
が
父
で
あ
る
こ
と
が
疑
わ
れ
よ
う
と
も
、
父
親
が
娘
を
娶
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
の
父
が
結
婚
状
態
か
ら
儲
け
た
娘
を
娶
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

婚
姻
の
締
結
に
あ
た
っ
て
は
自
然
法
と
貞
潔
が
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
娘
を
自
ら
の
妻
に
娶
る
こ
と
は
慎
み

に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。」

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、incestum

は
、
法
律leges

は
で
な
く
、
習
俗m

ores
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
自
然
法
に
関
わ

九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
一
〇
）

り
、
市
民
法
上
の
能
力
を
有
さ
な
い
奴
隷
の
血
縁
関
係
に
も
あ
て
は
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
解
放
自
由
人
の
場
合
、
実
際
に
血
縁
関
係
が
疑
わ

し
い
場
合
で
も
、「
婚
姻
の
締
結
に
あ
た
っ
て
自
然
法
と
貞
潔
が
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
」、
婚
姻
上
の
娘
に
あ
た
る
女
性
と

結
婚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
さ
れ
た

（
25
）

。

incestum
に
対
す
る
厳
し
い
宗
教
的
な
嫌
悪
は
、
キ
リ
ス
ト
教
普
及
以
前
の
ロ
ー
マ
異
教
の
文
献
に
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る

（
26
）

。

incestum

は
た
し
か
に
道
徳
に
反
す
る
と
し
て
も
、
し
か
し
殺
人
ほ
ど
の
嫌
悪
を
生
ま
な
か
っ
た
。incestum

は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の

姦
通
処
罰
に
関
す
る
ユ
リ
ウ
ス
法
自
体
に
は
明
示
的
に
規
制
さ
れ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る

（
27
）

。incestum

に
言
及
す
る

法
文
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

D
.48.5.8

（7.1

）, P
apinian 2 d

e ad
u

lteriis: Incesti com
m
une crim

en adversus duos sim
ul intentari potest.

「incestum

に
つ
い
て
の
共
同
告
訴
は
同
時
に
二
人
の
者
に
対
し
て
提
起
で
き
る
。」

D
.48.5.40

（39

）.7, P
apinian 15 resp: Incesti com

m
une crim

en adversus duos sim
ul intentari potest.

「incestum

に

関
す
る
共
犯
の
罪
は
、
二
人
に
対
し
て
同
時
に
問
わ
れ
う
る
。」

incestum

は
、
要
件
と
し
て
はadulterium

と
重
な
り
合
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
明
確
にadulterium

と
区
別
さ

れ
る
点
が
あ
っ
た

（
28
）

。
例
え
ば
、adulterium

の
場
合
は
、
告
発
に
関
し
て
、
当
事
者
の
一
方
が
ま
ず
有
罪
と
な
っ
て
は
じ
め
て
、
他
方
の

告
発
が
可
能
と
な
っ
た
の
に
対
し
て
、incestum

の
場
合
に
は
、
二
人
を
同
時
に
告
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ

う
し
た
取
扱
い
上
の
違
い
は
あ
る
と
し
て
も
、incestum

は
、
ユ
リ
ウ
ス
法
上
のadulterium

ま
た
はstuprum

の
い
ず
れ
か
の
要
件

を
充
足
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
姦
通
処
罰
に
関
す
る
ユ
リ
ウ
ス
法
に
関
す
る
註
解
を
収
め
た
『
学
説
彙
纂
』
第
四
八
巻
第
五
章
に
お
い

一
〇



古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
一
一
）

て
、
法
学
者
の
関
心
がincestum

に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、incestum

の
事
案
も
、adulterium

に
関
す
る
査
問
所
（quaestio de adulteriis

な
い
しcognitio

）
に
よ
っ
て
管
轄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

（
29
）

。
時
効
に

関
し
て
、adulterium

の
場
合
は
五
年
間
で
あ
っ
た
が
、adulterium

を
伴
うincestum

の
場
合
に
は
、
五
年
の
時
効
が
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
違
い
が
あ
っ
た

（
30
）

。
D
.48.5.40 

（39
）.5, P

apinian 15 resp.: P
raescriptione quinque annorum

 crim
en incesti coniunctum

 adulterio non 

excluditur.

「
五
年
の
時
効
に
よ
っ
て
、adulterium

と
結
び
つ
い
たincestum

の
罪
は
免
れ
な
い
。」

共
和
政
期
に
は
、
キ
ケ
ロ
の
法
廷
弁
論
、
例
え
ば
『
ミ
ロ
弁
護
』
に
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
奴
隷
の
拷
問
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
主

人
のincestum

に
つ
い
て
告
発
が
あ
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る

（
31
）

。

C
icero, pro M

ilon
e 22.59: D

e servis nulla lege quaestio est in dom
inum

 nisi de incestu..

「
奴
隷
に
関
し
て
は
、
…

incestum

不
倫
行
為
に
関
係
す
る
場
合
を
の
ぞ
い
て
は
、
主
人
に
不
利
益
と
な
る
よ
う
な
拷
問
は
い
か
な
る
法
律
に
よ
っ
て
も
認

め
ら
れ
て
い
な
い
。」

ユ
リ
ウ
ス
法
で
は
、
主
人
のadulterium

に
つ
い
て
奴
隷
の
拷
問
が
許
さ
れ
た
が
、
こ
れ
もincestum

に
関
わ
る
場
合
に
限
ら
れ
る

（
32
）

。

incestum

に
関
わ
るadulterium

は
当
事
者
の
一
方
の
死
亡
後
も
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
た

（
33
）

。

incestum

は
当
然
な
が
ら
通
婚
能
力conubium

と
関
連
し
て
お
り
、incestum
に
関
す
る
法
学
者
の
議
論
の
多
く
は
、『
学
説
彙
纂
』

一
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
一
二
）

第
二
三
巻
第
二
章
婚
姻
の
儀
式
に
つ
い
て
の
章
に
お
い
て
、incestum

を
回
避
す
る
文
脈
で
記
さ
れ
て
い
る
。
四
親
等
よ
り
近
い
近
親

者
間
の
婚
姻
は
禁
じ
ら
れ
る
。
換
言
す
る
と
、
い
と
こ
同
士
の
婚
姻
は
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
34
）

。

三
親
等
内
の
血
族
に
つ
い
て
は
、
四
九
年
の
元
老
院
議
決
は
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
帝
﹇
在
位
四
一
│
五
四
年
﹈
と
そ
の
兄
ゲ
ル
マ
ニ
ク

ス
の
娘
ア
グ
リ
ッ
ピ
ナ
と
の
婚
姻
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、
父
系
の
伯
叔
父
と
そ
の
姪
と
の
婚
姻
を
認
め
た

（
35
）

。
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
は
、
彼
の

例
に
倣
っ
た
の
は
た
だ
一
人
の
お
べ
っ
か
使
い
、
解
放
自
由
人
の
第
三
列
歩
兵
隊
長
だ
け
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る

（
36
）

。

と
こ
ろ
で
、
不
法
と
合
法
と
の
こ
の
微
妙
な
境
界
線
を
越
え
る
よ
う
な
こ
と
が
ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
姉

妹
の
娘
と
結
婚
し
た
男
に
対
す
る
告
発
に
つ
い
て
の
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
註
解

（
37
）

を
見
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
る
場
合
、

ロ
ー
マ
皇
帝
に
よ
る
裁
可
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る

（
38
）

。
裁
可
が
得
ら
れ
れ
ば
か
か
る
結
婚
は
許
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
緩
和
措
置
は
三
四
二
年
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
﹇
在
位
三
三
七
│
三
六
一
年
﹈
に
よ
っ
て
撤
廃
さ
れ
た

（
39
）

。

そ
の
後
、
ゼ
ノ
帝
﹇
在
位
四
七
一
│
四
七
五
年
﹈
は
、
は
っ
き
り
と
あ
ら
ゆ
る
姪
と
の
結
婚
の
禁
止
す
る
に
至
る

（
40
）

。

姻
族
関
係
も
、
通
常
血
族
関
係
と
同
様
の
親
等
関
係
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
法
文
や
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
法
学
提

要
』
で
は
、
男
は
継
娘
や
彼
女
の
娘
と
結
婚
で
き
ず
、
実
際
義
理
の
娘
﹇
嫁
﹈
と
も
義
理
の
母
﹇
姑
﹈
と
も
結
婚
で
き
な
い
と
さ
れ
る

（
41
）

。

こ
の
ル
ー
ル
は
、
ア
グ
ナ
テ
ィ
オ
家
族

│
血
縁
関
係
が
な
い
場
合
も
あ
り
う
る

│
と
コ
グ
ナ
テ
ィ
オ
家
族
と
い
う
二
つ
の
家
族
関
係

の
混
在
に
よ
っ
て
複
雑
な
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
養
子
は
、
養
子
縁
組
の
解
消
後
も
、
継
母
に
あ
た
る
養
父
の
妻
と
結
婚
で

き
ず
、
同
様
に
、
養
父
も
、
も
と
の
養
女
と
結
婚
で
き
な
い
と
さ
れ
る

（
42
）

。
卑
属
・
尊
属
関
係
に
あ
っ
た
者
同
士
の
結
婚
は
、
つ
ね
に

incestum

に
あ
た
る
、
と
さ
れ
る

（
43
）

。
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
は
、
離
婚
女
が
再
婚
相
手
の
夫
と
の
間
に
儲
け
た
娘
と
、
前
夫
は
結
婚
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合
血
縁
関
係
も
直
系
で
も
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
結
婚
は
、
と
く
に
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
よ
っ

一
二



古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
一
三
）

て
、
道
徳
的
理
由
か
ら
、
暗
黙
の
う
ち
に
慎
む
べ
き
と
さ
れ
た
と
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
伝
え
る

（
44
）

。
こ
れ
ら
の
直
系
関
係
に
あ
た
る
場
合
は

incestum

の
疑
い
が
あ
る
が
、
し
か
し
傍
系
の
関
係
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
実
際
の
血
縁
関
係
だ
け
が
考
慮
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
家
長
権

免
除
さ
れ
た
者
が
養
女
で
あ
っ
た
姉
妹
と
結
婚
し
て
も
、
そ
の
姉
妹
と
の
間
で
ア
グ
ナ
テ
ィ
オ
関
係
が
解
消
さ
れ
て
い
れ
ば
、
不
法
で
は

な
い
、
と
さ
れ
た

（
45
）

。

三
．
勅
法
の
中
のincestum

帝
政
後
期
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、
亡
妻
の
姉
妹
と
の
結
婚
や
、
兄
弟
の
寡
婦
と
の
結
婚
は
禁
じ

ら
れ
て
お
り

（
46
）

、
い
と
こ
同
士
の
結
婚
も
、
皇
帝
の
許
可
が
な
い
限
り
禁
じ
ら
れ
て
い
た

（
47
）

。

incestum

は
、
婚
姻
だ
け
で
な
く
、
内
縁
関
係
そ
の
他
の
同
様
の
関
係
に
も
拡
張
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

（
48
）

。incestum

の
罪
は
性
行
為
の

既
遂
が
な
い
限
り
成
立
し
な
い
と
さ
れ
る

（
49
）

。

親
や
、
兄
弟
な
ど
の
一
親
等
、
二
親
等
以
内
の
親
族
関
係
のincestum

に
は
弁
解
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
事
実
の
認
識
は
通
常
あ

り
え
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
法
の
不
知
と
い
う
余
地
は
な
か
っ
た
。
女
性
側
が
義
理
の
娘
、
嫁
、
継
女
、
養
女
や
継
母
、
養

母
、
姑
で
あ
っ
た
場
合
、
女
性
は
男
性
と
同
様
に
罰
せ
ら
れ
た
。adulterium

と
は
無
関
係
にincestum

と
み
な
さ
れ
る

（
50
）

。

母
親
が
実
の
息
子
に
人
倫
に
反
す
る
愛
情
を
抱
い
て
い
る
と
疑
わ
れ
、
そ
の
結
果
息
子
を
自
殺
に
追
い
や
っ
た
場
合
、
下
の
息
子
を
守

る
た
め
、
彼
女
は
一
〇
年
間
追
放
さ
れ
た
と
い
う
一
つ
の
事
例
が
伝
え
ら
れ
て
い
る

（
51
）

。
女
性
は
通
常
自
然
法
（
万
民
法
）
に
よ
っ
て
禁
止

さ
れ
て
い
る
関
係
だ
け
がincestum

と
さ
れ
、
も
し
そ
の
関
係
が
市
民
法
に
よ
っ
て
の
み
禁
止
さ
れ
て
い
た
場
合
、
彼
女
は
告
発
を
免

れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る

（
52
）

。
法
の
不
知
は
直
ち
に
男
性
に
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
年
齢
は
、
性
別
と
同
様
に
抗
弁
と
な
る
と

一
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
一
四
）

さ
れ
た
。
し
か
し
姦
通
の
場
合
は
、
こ
れ
と
異
な
り
、
年
齢
は
抗
弁
と
な
ら
な
か
っ
た

（
53
）

。
男
が
錯
誤
に
よ
り
（
合
法
と
さ
れ
て
い
る
兄
弟
の

娘
で
は
な
く
）
姉
妹
の
娘
と
結
婚
し
た
場
合
、
淫
行
に
及
ば
な
け
れ
ば
、
あ
り
う
る
こ
と
と
し
て
許
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
54
）

。
こ
う
し

た
こ
と
は
、
結
婚
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
が
、
両
当
事
者
の
錯
誤
に
も
か
か
わ
ら
ず
名
誉
あ
る
意
思
を
示
し
て
い
る
の
で
、incestum

で
あ
っ
て
も
、
結
婚
に
至
っ
た
場
合
は
、
姦
通
よ
り
重
大
で
は
な
く
、
も
し
彼
ら
が
そ
れ
以
上
の
性
的
な
関
係
を
止
め
、
離
婚
し
た
ら
、

罪
は
な
い
と
い
う
有
力
な
見
解
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た

（
55
）

。
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
と
ル
キ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ル
ス
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の

勅
令
を
出
し

（
56
）

、
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
と
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
帝
も
ま
た
同
様
の
法
を
制
定
し
た

（
57
）

。

そ
の
一
方
、
帝
政
後
期
の
勅
法
で
は
、
男
女
が
近
親
関
係
に
あ
る
こ
と
を
申
し
立
て
てadulterium

（
お
そ
ら
くstuprum

淫
行
も
）
の

告
発
を
免
れ
な
が
ら
、
そ
の
後
結
婚
し
た
場
合
、
以
前
の
告
発
を
証
明
し
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
、
有
罪
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と

さ
れ
た

（
58
）

。

incestum

に
対
す
る
制
裁
は
、
通
常
死
刑
で
あ
っ
た
が
、
文
字
通
り
の
こ
と
も
あ
れ
ば

（
59
）

、
追
放
刑
な
い
し
島
地
へ
の
流
刑

（
60
）

と
い
う
形

に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
と
く
に
女
性
に
対
し
て

（
61
）

、
恩
赦
が
認
め
ら
れ
る
場
合
以
外
に
も
、
時
に
緩
和
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

も
と
よ
りincestum

は
、
合
法
婚
姻
で
は
な
く
、
無
効
で
あ
っ
た

（
62
）

。
こ
れ
がincestum

に
お
け
る
「
妻
」
が
姦
通
を
犯
し
た
時
、
彼
女

の
「
夫
」
が
夫
と
し
て
で
は
な
く
、
第
三
者
の
権
利
に
よ
っ
て
し
か
告
発
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る

（
63
）

。

例
え
ば
、
後
見
人
と
被
後
見
人
と
の
結
婚
な
ど
、
他
の
い
く
つ
か
の
禁
止
さ
れ
た
結
婚
は
、
刑
法
犯
罪
と
し
て
扱
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る

（
64
）

。
法
学
者
の
解
釈
は
軍
人
や
属
州
役
人
と
属
州
の
女
性
と
の
結
婚

（
65
）

、
元
老
院
階
級
の
者
と
被
解
放
自
由
人
な
い
し
卑
層
身
分
者
と
の

結
婚
は
、
ユ
リ
ウ
ス
・
パ
ピ
リ
ウ
ス
法
の
下
で
禁
止
さ
れ
た
結
婚
に
分
類
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
結
婚
は
、
少
な
く
と
も
元
首
政
の
時

代
に
は
刑
法
犯
罪
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
他
の
生
来
自
由
人
は
被
解
放
自
由
人
の
女
性
と
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
演
芸
に
従
事
す
る

一
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古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
一
五
）

者
又
は
そ
の
父
母
が
こ
れ
に
従
事
す
る
者
な
ど
、
卑
層
身
分
の
女
性
と
は
で
き
な
か
っ
た

（
66
）

。

帝
政
後
期
で
は
、
解
放
自
由
民
と
女
主
人
や
、
男
主
人
の
（
死
別
ま
た
は
離
婚
し
た
）
妻
や
娘
と
の
間
の
結
婚
は
犯
罪
に
な
っ
た

（
67
）

。
キ
リ

ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
の
結
婚
も
ま
た
禁
止
さ
れ
て
い
た

（
68
）

。
異
教
徒
と
の
結
婚
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
お
そ

ら
く
宗
教
と
い
う
よ
り
慣
習
の
理
由
か
ら
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
ロ
ー
マ
人
（
こ
こ
で
は
属
州
民
の
こ
と
で
あ
る
）

と
異
民
族
と
の
結
婚
も
禁
止
さ
れ
、
こ
の
場
合
違
反
者
は
死
刑
に
な
っ
た

（
69
）

。
姦
通
者
同
士
の
結
婚
も
ま
た
無
効
と
さ
れ
、
罰
せ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、adulterium

自
体
の
検
討
の
際
に
さ
ら
に
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
が
あ
て
は
ま
る

の
は
、
女
性
の
方
が
姦
通
行
為
自
体
で
有
罪
に
な
っ
た
場
合
限
ら
れ
た

（
70
）

。

古
典
法
上
禁
じ
ら
れ
た
結
婚

│
曖
昧
性
の
残
る
問
題
で
あ
る
が

│
に
対
す
る
罰
は
、
ま
さ
に
婚
姻
が
無
効
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、

こ
と
が
露
見
し
た
と
き
に
も
、
あ
た
か
も
本
人
た
ち
が
結
婚
し
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
、
婚
姻
身
分
に
つ
い
て
の
ユ
リ
ウ
ス
法
と
パ
ピ
ウ

ス
・
ポ
ッ
パ
エ
ウ
ス
法
の
範
囲
で
、
罰
則
に
留
ま
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
帝
国
た
る
帝
政
末
期
に
な
る
と
、
他
の
犯
罪
と
同
じ
よ
う
に
、
み

せ
し
め
の
罰
で
威
嚇
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
71
）

。

四
．
小
結

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
母
権
制
』
の
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
物
語
』
に
見
ら
れ
る
イ
ン
セ
ス
ト
・
タ
ブ
ー

の
問
題
か
ら
出
発
し
て
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

の
観
念
の
変
化
を
た
ど
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
と
関
係
の
深

い
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
に
よ
る
姦
通
処
罰
法
に
関
し
て
、
若
干
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
に
と
ど
ま
る
。
ロ
ー
マ
法
学
者
に
よ
る
註
解
文

献
に
お
け
るadulterium

とstuprum

と
い
う
語
を
め
ぐ
る
議
論

（
72
）

、incestum
と
関
連
す
る
、stuprum

とadulterium

と
の
関
係
、

一
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
一
六
）

ま
た
両
者
の
違
い
な
ど
、
あ
る
い
は
後
の
法
学
者
た
ち
が
こ
れ
ら
の
語
に
用
語
上
の
区
別
を
設
け
て
い
る
事
態
が
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
73
）

。
遅
く
と
も
三
世
紀
初
頭
に
は
、
法
学
者
た
ち
はadulterium

とstuprum

と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
を
主
張

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
本
村
氏
の
よ
う
に
「
こ
の
間
に
何
ら
か
の
事
態
の
変
化
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
伴
う
考
え
方
な
り
感
じ
方
の
変

容
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
」
の
か
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
背
景
に
、
ロ
ー
マ
社
会
に
お
け
る
「
家
」
あ
る
い
は

「
家
族
」
の
あ
り
方
の
変
質
が
想
定
で
き
る
の
か
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
な
ど
問
題
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る

（
74
）

。
次
稿
で
は
、
冒
頭
に
掲
げ

た
問
題
を
含
め
て
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
よ
る
姦
通
処
罰
法
に
関
す
る
ロ
ー
マ
法
学
者
の
議
論
の
分
析
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。

（
1
） B

achofen, D
as M

u
tterrech

t, in
 B

ach
ofen

s G
esam

m
elte W

erke II, III, B
asel

（B
enno S

chw
abe &

 C
o

） 1948. 

吉
原
達
也
・
平

田
公
夫
・
春
山
清
純
訳
『
母
権
制
』
上
・
下
巻
、
白
水
社
・
一
九
九
二
│
九
三
年
。
吉
原
訳
『
母
権
制
序
説
』
筑
摩
書
房
・
二
〇
〇
二
年
。

（
2
） 

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
お
け
る
法
の
観
念
に
つ
い
て
、
吉
原
達
也
「
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
母
権
制
』
に
お
け
る
法
の
諸
相
」『
広
島
法
学
』
第

二
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）、
一
四
五
頁
を
参
照
。

（
3
） 

吉
原
他
訳
『
母
権
制
』
上
巻
・
七
七
頁
以
下
。

（
4
） 

同
書
九
四
頁
以
下
。

（
5
） 

同
書
一
〇
〇
頁
以
下
。

（
6
） 

同
書
一
〇
一
頁
。

（
7
） 

弓
削
達
『
素
顔
の
ロ
ー
マ
人
』
生
活
の
世
界
歴
史
4
・
河
出
書
房
新
社
・
一
九
七
五
年
、
と
く
に
一
三
二
頁
以
下
。

（
8
） 

本
村
凌
二
「
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
『
性
』
と
家
族
」
弓
削
達
・
伊
藤
貞
夫
編
『
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ

│
古
典
古
代
の
比
較
史
的
考
察
』
河

出
書
房
新
社
・
一
九
八
八
年
、
二
七
五
│
三
〇
〇
頁
。
こ
れ
は
以
下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
ロ
ー
マ
人
の
愛
と
性
』
講
談
社
現
代
新
書
、

一
九
九
九
年
、
改
題
『
愛
欲
の
ロ
ー
マ
史

│
変
貌
す
る
社
会
の
底
流
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
四
年
。

一
六



古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
一
七
）

（
9
） 

金
炅
賢
「
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
姦
通
法
に
お
け
る
殺
害
権
の
性
格
と
そ
の
法
の
立
法
目
的
」『
地
中
海
研
究
室
紀
要
』
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）、

一
七
│
三
一
頁
。
藤
野
奈
津
子
「
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
支
配
と
家
│L

ex lulia de adulteriis

に
お
け
る
殺
害
権
の
考
察
を
て
が
か
り
と
し
て
│
」

『
早
稲
田
法
学
会
誌
』
第
四
九
巻
（
一
九
九
九
年
）、
二
六
九
│
三
一
一
頁
、「
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
社
会
政
策
│L

ex lulia de adulteriis

に
お
け

る
告
発
権
の
検
討
を
通
じ
た
一
考
察
│
」（
一
）『
早
稲
田
法
学
会
誌
』
第
七
五
巻
（
二
〇
〇
〇
年
）、
一
一
一
│
一
四
八
頁
、（
二
）
第
七
六
巻

（
二
〇
〇
〇
年
）、
四
五
│
七
五
頁
。
吉
原
達
也
訳
「
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
『
学
説
彙
纂
』
第
四
十
八
巻
第
五
章
姦
通
処
罰
に
関
す
る
ユ
リ
ウ
ス
法

註
解
」『
広
島
法
学
』
第
三
五
巻
第
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
五
│
四
三
頁
所
収
。

（
10
） 

吉
原
達
也
訳
「
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
『
学
説
彙
纂
』
第
四
十
八
巻
第
五
章
姦
通
処
罰
に
関
す
る
ユ
リ
ウ
ス
法
註
解
」『
広
島
法
学
』
第
三
五

巻
第
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
五
│
四
三
頁
所
収
。

（
11
） 

例
え
ば
、P

lut. M
arc. 2; V

al. M
ax. 6.1.7-8 &

 11; L
iv. 25.2.9; cf. G

ellius, N
A
 4.14.3; B

aum
an 

（1974

）.

（
12
） L

otm
ar, P

., L
ex Iulia de adulteriis und incestum

, M
élan

ges P. F. G
irard

, P
aris 1912, 119-43. G

uarino, A
., S

tudi 

sull’incestum
, Z

S
S
 63 

（1943

）, R
om

. A
bt., 175-267. M

anfredini A
.D

., L
a donna incestuosa, A

n
n

ali d
ell’U

n
iversità d

i F
errara. 

S
cien

ze G
iu

rid
ich

e, ns. 1 

（1987

）, 11-28.; T
reggiari, S

., R
om

an
 M

arriage, O
xford 1991, 37-9. R

obinson, O
. F

., T
h

e C
rim

in
al 

L
aw

 of A
n

cien
t R

om
e, B

altim
ore: John H

opkins, 1996.

（
13
） 

A
 L

atin
 D

iction
ary edited. by C

harlton T
. L

ew
is and C

harles S
hort, 1879; O

xford
 L

atin
 d

iction
ary, edited by P

. G
. W

. 

G
lare, 2nd ed, O

xford

（O
xford U

niversity P
ress

） 2012.

（
14
） 

女
性
名
詞
形
と
し
て
、 incesta, ae

「（
既
婚
者
の
）
愛
人
、
情
人
、
情
婦
、
姦
婦
」: hunc 

（adam
anta

） dedit olim
 barbarus incestae

「
か
つ
て
こ
の
夷
狄
の
男
﹇
ア
グ
リ
ッ
パ
﹈
が
近
親
相
姦
の
女
﹇
妹
﹈
に
こ
れ
（
ダ
イ
ヤ
）
を
与
え
た
」、Juv. 6, 158. 

副
詞: incesté 

（incasté, 

S
en. C

on
tr. 2, 13

）. 

Ａ
．
一
般
的
に
。
不
浄
に
、
み
だ
り
に
、
罪
深
く
。L

ucr. 1, 98: facere sacrifi cium
 D

ianae, 

「
な
に
ゆ
え
不
浄
の
ま
ま

デ
ィ
ア
ナ
女
神
に
犠
牲
を
捧
げ
よ
う
と
す
る
の
か
。」L

iv. 1, 45, 6. 

Ｂ
．
と
く
に
、
不
貞
に
。ideo aquam

 adduxi, ut ea tu inceste uterere? 

「
私
が
水
道
を
ひ
い
た
の
は
、
お
ま
え
が
不
謹
慎
な
飲
食
の
あ
と
で
水
を
使
う
た
め
だ
っ
た
か
。」 C

ic. C
ael. 14, 34: libidinatum

 

「
不
義
密
通
」、

「
母
子
相
姦
の
情
欲
」、S

uet. N
er. 28: agit incestius res suas

「﹇
ユ
ピ
テ
ル
は
﹈
不
貞
に
も
わ
が
思
い
を
遂
げ
た
。」, A

rn. 5, 170. 

さ
ら
に

一
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
一
八
）

関
連
語
と
し
て
、
同
じ
く
不
貞
、
イ
ン
セ
ス
ト
を
意
味
す
るincestus

（
主
に
キ
ケ
ロ
と
さ
れ
る
）
の
用
例
が
あ
る
、quaestio de incestu

不
倫

行
為
に
関
す
る
訊
問, C

ic. M
il. 22, 59; id. B

ru
t. 32, 122; 124; id. N

. D
. 3, 30, 74

「
ペ
ド
ゥ
カ
ェ
ウ
ス
の
訴
え
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
た
イ
ン

セ
ン
ス
ト
の
罪
」; L

iv. 4, 44.; V
al. M

ax. 6, 3, 7.

（
15
） incestum

と
い
う
観
念
が
い
か
に
形
成
さ
れ
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、R

E
 9-2

（incestum

）
を
参
照
。
差
し
当
た
り
、L

atte, 

K
urt, R

öm
isch

e R
eligion

sgesch
ich

te, M
ünchen 1960, 47sqq., 

と
く
に49. O

L
D

2

の
該
当
項
目
に
よ
れ
ば
、
形
容
詞
形incestus

は
、
一

般
に 

純
潔
な
、
貞
潔
な
、
敬
虔
な
、
信
心
深
い
、
神
聖
な
、
高
潔
な
、
清
廉
な
な
ど
を
表
すcastus

と
否
定
辞
のin

か
ら
な
る
、
と
さ
れ
る
。

L
atte

に
よ
れ
ば
、
本
来
的
に
は
こ
う
し
た
一
般
的
に
宗
教
的
な
不
浄
が
観
念
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
の
ち
、
性
的
な
タ
ブ
ー
に
限
局
さ
れ
、

と
り
わ
け
ウ
ェ
ス
タ
巫
女
の
違
背
行
為
さ
ら
に
イ
ン
セ
ス
ト
な
い
し
近
親
相
姦
と
い
う
観
念
が
生
ま
れ
て
き
た
、
と
さ
れ
る
。

（
16
） 

ウ
ェ
ス
タ
巫
女
の
貞
潔
喪
失
が
イ
ン
セ
ス
トincestum

に
数
え
ら
れ
た
。
共
和
政
末
に
つ
い
て
、A

sconius, toga can
d

. 91

（S
tangl 70

）

及
びin

 M
ilon

, 46

（S
tangl 40

）
を
参
照
。M

arshall, B
ruce A

., A
 H

istorical C
om

m
en

tary on
 A

scon
iu

s, U
niversity of M

issouri 

P
ress 1985, 309-11. 

前
者
は
、
前
七
三
年
の
事
件
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。
キ
ケ
ロ
の
最
初
の
妻
テ
レ
ン
テ
ィ
ア
の
姉
妹
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
ウ
ェ

ス
タ
巫
女
フ
ァ
ビ
ア
と
、
キ
ケ
ロ
の
仇
敵
カ
テ
ィ
リ
ナ
と
の
関
係
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
フ
ァ
ビ
ア
は
結
果
的
に
は
無
罪
と
な
っ
た
と

伝
え
ら
れ
る
。R

. G
. L

ew
is, C

atilina and the V
estal, T

h
e C

lassical Q
u

arterly, N
ew

 S
eries, V

ol. 51, N
o. 1 

（2001

）, 141-149. 

C
ornell, T

., S
om

e observations on the crim
en incesti, L

e D
élit réligieu

x d
an

s la cité an
tiqu

e: table ron
d

e : R
om

e, 6-7 avril 

1978

（C
ollection de l’É

cole française de R
om

e, 48
）1981, 27-37. 

神
官
に
よ
る
故
意
の
宗
教
的
犯
罪
の
他
の
事
例
は
、
王
政
時
代
の
Ｍ
・

ア
テ
ィ
リ
ウ
スA
tilius

の
事
件
だ
け
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
ア
テ
ィ
リ
ウ
ス
は
、
親
殺
し
の
如
く
、
袋
詰
め
で
海
に
投

げ
込
ま
れ
た

│D
H
 4.62.4; V

al. M
ax.1.1.13.

「
Ｍ
・
ア
テ
ィ
リ
ウ
ス
は
買
収
さ
れ
て
サ
ビ
ニ
人
ペ
ト
ロ
ニ
ウ
ス
に
自
分
の
書
庫
に
あ
っ
た
ロ
ー

マ
の
秘
儀
に
関
す
る
書
を
写
さ
せ
た
。
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
王
は
彼
を
袋
に
詰
め
て
海
に
投
げ
入
れ
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ
は
は
る
か
の
ち
に
法
に

よ
っ
て
親
殺
し
の
た
め
の
刑
罰
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
親
と
神
に
対
す
る
侵
害
行
為
は
等
し
い
罰
を
も
っ
て
償
わ
れ
る
に
あ
た
い
す
る
か
ら
で

あ
る
。」

（
17
） 

と
く
に
、M

om
m
sen R

öm
isch

es S
taatsrech

t II, L
eipzig 1877, 54sq.; R

öm
isch

es S
trafrech

t, L
eipzig 1899, 18f. M

arquardt, 

一
八



古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
一
九
）

R
öm

isch
e R

ech
tsstaatsverw

altu
n

g III, 2. A
ufl ., besorgt von G

. W
issow

a, L
eipzig 1885, 315, 341.

（
18
） Jordan, H

., T
em

pel d
er V

esta u
n

d
 d

as H
au

s d
er V

estalin
n

en, B
erlin 

（W
eidm

ann

） 1886,; D
ragendorff, R

h
ein

isch
e 

N
u

seu
m

, 51, 281-302; und B
rassloff , Z

eitsch
rift fü

r V
ergleich

en
d

e R
ech

tsw
issen

sch
aft, 22, 140sq: 

に
代
表
さ
れ
る
。
こ
の
項
に
つ

き
、W

hite, E
d. L

., T
he V

estal V
irgins of A

ncient R
om

e, C
lassical W

eekly, V
ol. 12, N

o. 20, 153-155.

を
参
照
。

（
19
） C

f. R
ossbach, A

., U
n

tersu
ch

u
n

gen
 ü

ber d
ie röm

isch
e E

h
e, C

. M
äcken 1853; repr., K

eip 2002.

（
20
） P

lut. qu
aest. R

om
. 6.

「
な
ぜ
ロ
ー
マ
で
は
近
親
に
キ
ス
を
す
る
の
か
。
…
…
そ
れ
と
も
互
い
に
結
婚
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
近
親
同
士
で
は

愛
情
を
表
す
の
に
せ
い
ぜ
い
キ
ス
ま
で
だ
か
ら
か
。
今
で
も
伯
叔
母
や
姉
妹
と
結
婚
し
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
、
昔
は
血
族
結
婚
は
し
な
か
っ
た
が
、

大
分
後
従
兄
妹
同
士
は
構
わ
な
く
な
っ
た
の
は
、
あ
る
貧
乏
で
堅
気
で
み
ん
な
に
好
か
れ
て
い
た
男
が
後
嗣
に
残
さ
れ
た
従
妹
と
結
婚
し
た
た
め
に

遺
産
目
当
て
と
い
う
罪
に
問
わ
れ
た
が
、
事
情
が
判
明
し
無
罪
と
決
ま
っ
て
か
ら
だ
と
い
う
話
も
あ
る
」。
河
野
與
一
訳
『
プ
ル
タ
ー
ク
『
倫
理
論

集
』
の
話
』
岩
波
書
店
・
一
九
六
四
年
、
一
〇
二
頁
以
下
を
参
照
。P

olyb. V
I 11a, 4.

「
女
は
自
分
や
夫
の
親
族
に
対
し
て
、
い
と
こ
の
子
に
い

た
る
ま
で
全
員
に
口
づ
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
21
） M

om
m
sen, T

h., A
nnecdoton L

ivianum
, H

erm
es IV

（1870

） 372= S
cholium

 in codicem
 P

arisiensem
 L

atinum
 3858. L

ivy, 

X
IV

, L
oeb C

lassical L
ibrary 404, 1959, 180: P

. C
loelius patricius prim

us adversus veterem
 m

orem
 intra septim

um
 conationis 

gradum
 duxit uxorem

. O
b hoc M

. R
utilius plebeius sponsam

 sibi praeripi novo exem
plo nuptiarum

 dicens seditionem
 populi 

concitavit, adeo ut patres territi in C
apitolium

 perfugerent.

「
パ
ト
リ
キ
た
る
Ｐ
・
ク
ロ
エ
リ
ウ
ス
は
初
め
て
古
く
か
ら
の
慣
習
に
抗
し

て
七
親
等
の
親
族
の
者
を
妻
と
し
て
娶
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
プ
レ
プ
ス
た
る
Ｍ
・
ル
テ
ィ
リ
ウ
ス
は
、
自
分
の
婚
約
者
が
先
例
の
な
い
結
婚

に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
と
主
張
し
、
国
民
の
反
乱
へ
と
か
き
立
て
の
で
、
父
祖
た
ち
は
こ
れ
を
恐
れ
て
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
丘
へ
と
退
去
し
た
。」
但
し
こ

の
事
件
の
詳
細
は
不
明
。

（
22
） C

ic. pro C
lu

en
tio 5.6.

ク
ル
エ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
母
サ
ッ
シ
ア
は
、
娘
の
夫
で
あ
る
若
者
メ
リ
ヌ
ス
へ
の
愛
欲
に
と
ら
わ
れ
た
。
娘
は
こ
の
夫

と
離
婚
、「
鳥
占
い
を
述
べ
る
者
も
婚
姻
を
許
可
す
る
者
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
あ
ら
ゆ
る
不
吉
な
予
感
の
中
で
、
姑
が
娘
の
夫
と
結
婚
し
た

の
で
あ
る
」、
と
。
上
村
健
一
訳
『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
』
第
1
巻
・
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
一
年
、
九
六
頁
以
下
を
参
照
。

一
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
〇
）

（
23
） D

.48.5, 8. 40, 7. 18, 4. 5.
（
24
） D

.23.2.39.1, P
aul 6 ad

 P
lau

t.: S
i quis ex his, quas m

oribus prohibem
ur uxores ducere, duxerit, incestum

 dicitur 

com
m
ittere.

「
も
し
あ
る
者
が
、
習
俗
に
よ
り
妻
に
娶
る
こ
と
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
も
の
﹇
た
ち
の
中
﹈
か
ら
、
妻
を
娶
っ
た
場
合
に
は
、
イ
ン

セ
ス
トincestum

を
な
し
た
と
云
わ
れ
る
。」
以
下
、
第
二
三
巻
第
二
章
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
京
都
大
学
西
洋
法
史
研
究
会
訳
『
法
学
論
叢
』
第

六
六
巻
四
号
4
頁
以
下
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
25
） D

.23.2.14.2, P
aul 35 ad

 ed
.: S

erviles quoque cognationes in hoc iure observandae sunt. 

「
奴
隷
の
血
族
関
係
も
ま
た
本
法
に
お
い

て
遵
守
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。」
及
び
非
嫡
出
的
な
関
係
に
つ
い
て
。Inst.1.10.10: Illud certum

 est serviles quoque cognationes 

im
pedim

ento esse nuptiis, si forte pater et fi lia aut frater et soror m
anum

issi fuerint.  

「
奴
隷
間
の
血
族
関
係
も
、
ま
た
も
し
例
え
ば

父
及
び
そ
の
女
児
又
は
兄
弟
及
び
姉
妹
が
解
放
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
、
ひ
と
し
く
婚
姻
の
障
碍
た
る
べ
き
は
確
実
な
り
と
す
。」D

.23.2.8, 

P
om

ponius 5 ad
 S

ab.: L
ibertinus libertinam

 m
atrem

 aut sororem
 uxorem

 ducere non potest, quia hoc ius m
oribus, non legibus 

introductum
 est.

「
解
放
自
由
人
は
自
己
の
解
放
自
由
人
た
る
母
、
姉
妹
を
妻
に
迎
え
え
な
い
。
蓋
し
こ
の
法
は
法
律
に
よ
ら
ず
に
習
俗
に
よ
っ

てm
oribus, non legibus

導
入
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。」

（
26
） C

oll.6.4.1-8. 

デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
及
び
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
両
帝
の
勅
法
は
道
徳
教
化
的
な
術
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
定
の
日
数
以

内
に
別
れ
た
カ
ッ
プ
ル
に
は
恩
赦
が
与
え
ら
れ
た
。C

oll. 6.7.1-9

は
モ
ー
セ
律
法
的
で
あ
る
。

（
27
） R

obinson 

（n. 12

）, 55; G
uareschi, A

., L
e note di M

arciano ai de adulteriis libri duo di P
apiniano, In

d
ex 21 

（1993

）, 453-

488. 

は
か
か
る
説
を
提
唱
す
る
。

（
28
） D

.48.5.8

（7.1

）, in 2 d
e ad

u
lteriis P

apin
ian

i

に
お
い
て
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
こ
う
記
す
：Incesti com

m
une crim

en adversus duos 

sim
ul intentari potest.

「
近
親
相
姦
に
つ
い
て
の
共
同
告
訴
は
同
時
に
二
人
の
者
に
対
し
て
提
起
で
き
る
、
と
。」D

.48.5.40

（39

）. 7, 

P
apinian 15 resp. 

も
同
様
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
姦
通
の
場
合
、
一
方
が
ま
ず
有
罪
と
さ
れ
、
そ
の
後
は
じ
め
て
他
方
が
告
発
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

│D
.48.5.16

（15

）.9, U
lpian 2 d

e ad
u

lt.; 48.5.18

（17

）.6, ibid.

（
29
） R

obinson 

（n. 12

）, 55; M
om

m
sen

（n. 17, 1899

）, 668

は
、
た
ん
に
「
証
拠
が
ま
っ
た
く
な
い
」
と
だ
け
述
べ
て
い
る
。

二
〇



古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
二
一
）

（
30
） D

.48.5.40 

（39

）.5, P
apinian 15 resp.: P

raescriptione quinque annorum
 crim

en incesti coniunctum
 adulterio non excluditur.

「
五
年
の
時
効
に
よ
っ
て
、adulterium

と
結
び
つ
い
たincestum

の
罪
は
免
れ
な
い
。」

（
31
） 
柴
田
光
蔵
「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
殺
人
訴
訟
の
一
考
察
㈡
」『
法
学
論
叢
』
第
一
〇
五
巻
一
号
二
三
│
二
四
頁
、
山
沢
孝
至
訳
「
ミ
ロ
ー
弁
護
」

『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
2
』
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
〇
年
、
三
八
八
頁
を
参
照
。cf. V

al. M
ax. 6.8.l.

弁
論
家
マ
ル
ク
ス
・
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
がincestum

の
廉
で
告
発
さ
れ
事
案
に
つ
い
て
。

（
32
） D

.48.5.40
（39
）.8, P

apinian 15 resp.: D
e servis quaestionem

 in dom
inos incesti postulatos ita dem

um
 habendam

 respondi, si 

per adulterium
 incestum

 esse contractum
 dicatur.

「incestum

の
廉
で
告
発
さ
れ
た
主
人
に
つ
い
て
奴
隷
の
拷
問
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、

adulterium

に
よ
りincestum

が
結
ば
れ
た
と
云
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。」D

.48.18.4, U
lpian 3 d

isp.: In incesto, ut P
apinianus respondit 

et est rescriptum
, servorum

 torm
enta cessant, quia et lex Iulia cessat de adulteriis.

「incestum

に
つ
い
て
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
が
解
答

し
勅
令
で
定
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
奴
隷
の
拷
問
は
用
い
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ユ
リ
ウ
ス
法
はadulterium

に
つ
い
て
拷
問
を
用
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。」cf. D

.48.18.17.1, P
apinian 16 resp.: S

ed et in quaestione stupri servi adversus dom
inum

 non torquentur.

「
し
か
し

stuprum

の
糾
問
に
あ
た
っ
て
、
奴
隷
は
、
主
人
の
不
利
の
た
め
に
拷
問
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。」　

但
し
、
同
所
前
文
で
は
、pr. E

xtrario 

quoque accusante servos in adulterii quaestione contra dom
inum

 interrogari placuit. Q
uod divus M

arcus ac postea m
axim

us 

princeps iudicantes secuti sunt.

「
家
外
人
がadulterium

に
つ
い
て
告
発
す
る
場
合
に
も
、
主
人
の
不
利
の
た
め
に
奴
隷
が
拷
問
さ
れ
る
の
が

通
説
で
あ
る
。」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
淫
行stuprum
で
は
な
く
、
姦
通adulterium

の
告
発
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

（
33
） D

.48.5.45 

（44

）, P
apinian 4 resp.: D

efuncta quoque socru gener incesti postulabitur, ut adulter post m
ortem

 m
ulieris.

「
女

の
死
後
も
、
姦
夫adulter

で
あ
る
ご
と
く
、
義
母
が
死
亡
し
た
後
も
、
婿
はincestum

の
廉
で
告
発
さ
れ
で
あ
ろ
う
。」

（
34
） U
lp. R

eg.5.6; C
oll. 6.2.2, U

lp. In
st.1.10.4

「
二
人
の
兄
弟
あ
る
い
は
二
人
の
姉
妹
の
子
又
は
一
人
の
兄
弟
及
び
一
人
の
姉
妹
の
子
は
結
合

せ
ら
る
る
を
得
。」
親
等
を
計
算
す
る
た
め
に
、
ロ
ー
マ
人
は
一
方
当
事
者
か
ら
共
通
の
祖
先
に
遡
り
、
そ
こ
か
ら
他
方
当
事
者
ま
で
下
が
っ
て
計

算
し
た
。
ロ
ー
マ
の
親
等
計
算
の
方
法
に
つ
い
て
、
佐
藤
篤
士
「
親
等
計
算
方
法
の
系
譜
」『
講
座
家
族
6
』
弘
文
堂
・
一
九
七
四
年
所
収
を
参
照
。

（
35
） G

.1.62: F
ratris fi liam

 uxorem
 ducere licet: Idque prim

um
 in usum

 uenit, cum
 divus C

laudius A
grippinam

, fratris sui fi liam
, 

二
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
二
）

uxorem
 duxisset: S

ororis vero fi liam
 uxorem

 ducere non licet. E
t haec ita principalibus constitutionibus signifi cantur.

「
兄
弟
の

娘
を
妻
と
す
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
の
慣
例
は
、
神
皇
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
が
そ
の
兄
の
娘
ア
グ
リ
ッ
ピ
ナ
を
妻
と
し
た
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
姉
妹
の
娘
を
妻
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
は
諸
勅
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。」（
船
田
享
二
訳

『
ガ
イ
ウ
ス
法
学
提
要
』
を
参
照
。）　

さ
ら
にU

lpian in C
oll. 6.2.2

に
よ
っ
て
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
36
） S

uet. C
lau

d. 26. 

兄
ゲ
ル
ニ
ク
ス
の
娘
ア
グ
リ
ッ
ピ
ナ
と
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
の
結
婚
に
つ
い
て
の
動
議
に
関
す
る
。T

ac. A
n

n
als 12.5-7; 

cf. S
uet. D

om
.22.

（
37
） C

oll. 6.6.1, P
apinian d

e ad
u

lteriis; cf. D
.48.5.39

（38

）. 1, P
apinian 36 qu

aest.; 1. S
tuprum

 in sororis fi liam
 si com

m
ittatur, 

an adulterii poena suffi  ciat m
ari, considerandum

 est. O
ccurrit, quod hic duplex adm

issum
 est, quia m

ultum
 interest, errore 

m
atrim

onium
 illicite contrahatur an contum

acia iuris et sanguinis contum
elia concurrant.

「
姉
妹
の
娘
﹇
姪
﹈
に
対
す
るstuprum

が
犯
さ
れ
る
場
合
、
男
にadulterium

の
罰
が
十
分
で
あ
る
か
、
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
二
重
の
罪
が
犯
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が

生
じ
た
の
で
、
違
法
で
は
あ
る
が
誤
っ
て
婚
姻
が
締
結
さ
れ
る
の
と
、
法
の
拒
絶
と
血
の
軽
侮
﹇
と
い
う
二
重
の
罪
﹈
が
同
時
に
起
こ
る
﹇
競
合
す

る
﹈
の
と
は
大
き
な
違
い
だ
か
ら
で
あ
る
。」D

iocletian in C
oll. 6.4.5.

（
38
） D

.3.2.10, P
aul 8 ad

 ed
.

は
、
皇
帝
は
慣
習
的
に
服
喪
期
間
中
の
婚
姻
の
許
可
を
求
め
ら
れ
た
と
伝
え
る
。D

io 68.2

は
、
ネ
ル
ウ
ァ
帝
は
、

男
性
が
自
分
の
姪
と
の
結
婚
を
禁
じ
た
と
伝
え
る
。cf. C

T
h.3.10.1=C

J 5.8.1

（409

）
た
だ
し
い
か
な
る
種
類
の
結
婚
が
禁
止
さ
れ
た
か
は
不
明

で
あ
る
。

（
39
） C

T
h. 3.12.1

（342

）.

「
何
者
か
が
そ
の
兄
弟
ま
た
は
姉
妹
の
娘
を
そ
の
妻
と
し
よ
う
と
あ
え
て
す
る
程
に
い
ま
わ
し
い
と
き
、
ま
た
彼
が
そ

の
女
の
抱
擁
に
入
る
と
き
は
、
死
刑
の
宣
告
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。」
伯
叔
母
と
甥
と
の
婚
姻
に
つ
き
、G

ai. E
p.1,4,3-4.

（
40
） C

J.5.8.2

（
年
代
不
明
、
ゼ
ノ
帝
）「
兄
弟
ま
た
は
姉
妹
の
娘
と
の
婚
姻
と
い
う
最
も
不
敬
な
冒
涜
は
、
最
も
神
聖
な
諸
勅
法
に
よ
っ
て
最
も
重

大
な
刑
罰
の
強
制
を
も
っ
て
有
責
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
の
神
聖
な
制
裁
を
も
っ
て
繰
り
返
し
て
吾
人
は
こ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
よ
っ

て
禁
止
す
る
。」 5.5.9 

（476-84

、
ゼ
ノ
帝
）。

（
41
） D

.23.2.40, P
om

ponius 4 ex P
lau

tio

「
継
娘
と
同
様
継
娘
の
娘
を
も
妻
に
娶
ら
れ
え
な
い
、
と
ア
リ
ス
ト
ー
は
答
え
た
。」; In

st. 1.10.6 

二
二



古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
二
三
）

&
 7.

「
姻
戚
関
係
の
尊
敬
に
よ
っ
て
も
ま
た
婚
姻
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
嫁
又
は
継
女
子
と
な
っ
た
と
き
に
と
く
に
解
す
る
を

要
す
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
い
ま
だ
嫁
で
あ
る
と
き
、
つ
ま
り
汝
の
息
子
と
婚
姻
し
た
と
き
は
汝
は
他
の
理
由
を
も
っ
て
そ
の
女
を
娶
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
外
姑
及
び
継
母
を
娶
る
こ
と
も
ま
た
禁
止
せ
ら
れ
た
り
。」

（
42
） 
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
は
こ
れ
を
た
ん
に
婚
約
し
た
だ
け
の
者
の
母
親
に
も
拡
張
し
た

│D
.23.2.14 pr-1,4, P

aul.35 ad
 ed

.

（
43
） G

.1.58, 63 Item
 am

itam
 et m

aterteram
 uxorem

 ducere non licet. Item
 eam

, quae m
ihi quondam

 socrus aut nurus aut 

privigna aut noverca fuit. Ideo autem
 dixim

us ‘quondam
’, qula, si adhuc constant eae nuptiae, per quas talis adfi nitas quaesita 

est, alia ratione m
ihi nupta esse non potest, quia neque eadem

 duobus nupta esse potest neque idem
 duas uxores habere.

「
父
方

ま
た
は
母
方
の
伯
叔
母
を
妻
と
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
か
つ
て
わ
た
し
の
義
母
も
し
く
は
義
女
ま
た
は
継
女
も
し
く
は
継
母
で
あ
っ
た
者
を
妻

と
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。「
か
つ
て
」
と
い
う
理
由
は
、
か
よ
う
な
姻
族
関
係
を
生
じ
た
婚
姻
の
存
続
中
は
、
他
の
理
由
に
よ
っ
て
、
わ
た
し

は
こ
れ
ら
の
者
を
妻
と
し
え
な
い
こ
と
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
一
の
女
子
が
同
時
に
2
人
の
夫
を
も
ち
、
ま
た
は
同
一
の
男
子
が
同
時
に
2
人
の

妻
を
も
つ
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。」（
船
田
訳
参
照
。） D

.23.2.6, P
aul. ad

 S
C

 T
u

rpillian
u

m
; C

oll.6.3.1-3

（=P
S
 2.10.3-5

）. 

こ
れ

は
、
伯
叔
母
と
伯
叔
父
、
大
伯
叔
母
と
大
伯
叔
父
な
ど
を
も
カ
ヴ
ァ
ー
す
る

│G
.1.62; Inst.1.10.1,3 &

5.

（
44
） D

.23.2.12.3, U
lpian 26 ad

 S
ab.: 3. S

i uxor m
ea post divortium

 alii nupserit et fi liam
 susceperit, putat Iulianus hanc quidem

 

privignam
 non esse, verum

 nuptiis eius abstinendum
.

「
私
の
妻
が
離
婚
後
他
の
男
性
と
結
婚
し
娘
を
も
う
け
た
場
合
、
た
し
か
に
こ
の
娘
は

﹇
私
の
﹈
義
理
の
娘
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
女
性
と
の
結
婚
は
慎
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
考
え
る
。」; In

st. 1.10.9.

「
も

し
汝
の
妻
が
離
婚
後
他
の
者
よ
り
娘
を
生
む
と
き
は
こ
れ
ま
っ
た
く
汝
の
継
女
子
で
は
な
い
。
ま
た
父
の
許
嫁
女
は
継
母
に
は
あ
た
ら
な
い
。
し
か

し
か
か
る
婚
姻
を
自
ら
避
け
る
こ
と
は
よ
り
正
当
且
つ
適
法
な
行
い
で
あ
る
。」

（
45
） G
.1.61: S

ane inter fratrem
 et sororem

 prohibitae sunt nuptiae, sive eodem
 patre eadem

que m
atre nati fuerint sive 

alterutro eorum
: S

ed si qua per adoptionem
 soror m

ihi esse coeperit, quam
diu quidem

 constat adoptio, sane inter m
e et eam

 

nuptiae non possunt consistere; cum
 vero per em

ancipationem
 adoptio dissoluta sit, potero eam

 uxorem
 ducere; sed et si ego 

em
ancipatus fuero, nihil inpedim

ento erit nuptiis.

「
兄
弟
姉
妹
が
、
父
母
を
同
じ
く
す
る
と
そ
の
一
方
だ
け
を
同
じ
く
す
る
と
を
問
わ
ず
、

二
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
四
）

相
互
に
婚
姻
を
締
結
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
或
る
者
が
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
わ
た
し
の
姉
妹
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
養
子

関
一
係
の
存
続
中
は
、
わ
た
し
と
同
人
と
の
問
に
婚
姻
が
成
立
し
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
父
権
免
除
に
よ
っ
て
養
子
縁
組
が
解

消
し
た
と
き
は
、
わ
た
し
は
同
人
を
妻
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、
わ
た
し
自
身
が
父
権
免
除
を
受
け
た
と
き
に
も
、
何
の
婚
姻
故
障
も
な
い

で
あ
ろ
う
。」 C

oll. 6.3.2, P
aul; Inst. 1.10.2,3 

前
婚
の
夫
の
子
供
が
妻
の
前
婚
の
子
供
と
結
婚
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
た
。
│In

st. 1.10.8.

（
46
） C

T
h.3.12.2

（355

）, 4

（415

）; C
J.5.5.8 

（475

）.

（
47
） C

T
h.3.10.1, interp. 

（409

）. 

い
と
こ
同
士
の
結
婚
に
つ
い
て
。 cf. A

m
brose E

p. 60 = 58 in C
S
E
L
. 

ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
は
、
友
人
パ
テ

ル
ヌ
ス
に
対
し
て
彼
の
息
子
と
娘
の
娘
と
の
結
婚
を
め
ぐ
っ
て
、
神
と
人
の
法
を
犯
し
て
は
な
ら
ぬ
と
説
く
。

（
48
） D

.23.2.56, U
lpian 3 d

isp.; 25.7.1.3, U
lpian 2 ad

 legem
 Iu

liam
 et P

apiam
, 

同
所
で
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
か
か
る
行
為
を
刑
法
犯
と

し
て
禁
じ
ら
れ
る
と
記
し
て
い
る
が
、
兵
士
が
自
分
の
姉
妹
の
娘
を
内
縁
者
と
す
る
こ
と
は
、adulterium

で
あ
っ
て
、incestum

で
は
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
│D

.48.5.12

（11

）.1, P
apinian de adulteriis. 

子
供
た
ち
は
ま
た
父
親
の
内
縁
者
と
の
結
婚
を
反
宗
教
的
と

し
て
禁
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
罪
は
淫
行stuprum

に
分
類
さ
れ
た: C

J.5.4.4.

（228

）.

（
49
） D

.48.18.5, M
arcian 2 in

st.; cf. C
icero pro C

lu
en

tio 5. 

ク
ル
エ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
母
サ
ッ
シ
ア
の
娘
婿
メ
リ
ヌ
ス
に
対
す
る
愛
欲
に
つ
い

て
。

（
50
） D

.48.5.39

（38

）pr., P
apinian 36 qu

aest.: S
i adulterium

 cum
 incesto com

m
ittatur, ut puta cum

 privigna nuru noverca, 

m
ulier sim

iliter quoque punietur: id enim
 rem

oto etiam
 adulterio eveniret.

「
例
え
ば
、
養
女
、
嫁
、
義
母
を
相
手
と
す
るincestum

を

伴
っ
たadulterium

が
犯
さ
れ
る
場
合
、
女
も
同
様
に
罰
せ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、adulterium

と
は
関
係
な
く
、incestum

は
起
こ
る
か
ら

で
あ
る
。

（
51
） T

ac. A
n

n
als 6.49

「
同
じ
頃
、
執
政
官
級
の
家
柄
の
人
セ
ク
ス
ト
ゥ
ス
・
パ
ピ
ニ
ウ
ス
が
だ
し
ぬ
け
に
見
苦
し
い
死
に
方
を
択
ぶ
。
窓
か
ら

ま
っ
逆
か
さ
ま
に
身
を
投
じ
た
の
で
あ
る
。
原
因
は
彼
の
母
に
帰
せ
ら
れ
た
。
彼
女
は
ず
っ
と
前
に
離
婚
し
て
い
た
が
、
息
子
に
媚
び
を
売
り
不
倫

な
情
欲
に
誘
い
入
れ
、
そ
こ
か
ら
脱
出
す
る
に
は
、
も
う
死
ぬ
以
外
に
道
が
な
い
と
い
う
土
壇
場
ま
で
、
息
子
を
追
い
込
ん
だ
も
の
と
推
定
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
彼
女
は
元
老
院
に
告
訴
さ
れ
る
。
議
院
の
膝
元
に
ま
ろ
び
伏
せ
、
こ
の
よ
う
な
不
幸
の
場
合
、
人
が
誰
し
も
抱
く
愁
傷
や
、
と
く
に
弱
い

二
四



古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
二
五
）

女
性
の
気
持
ち
に
つ
い
て
語
る
。
そ
し
て
同
じ
よ
う
な
痛
ま
し
い
調
子
で
、
く
ど
く
と
苦
し
み
や
悲
し
み
を
訴
え
る
。
し
か
し
彼
女
は
都
で
の
生
活

を
、
十
年
間
禁
じ
ら
れ
た
。
そ
の
間
に
年
下
の
ほ
う
の
息
子
が
滑
り
や
し
青
春
か
ら
、
ぬ
け
出
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
、
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。」

（
国
原
吉
之
助
訳
『
年
代
記
』
上
三
八
二
頁
）; cf. D

.48.5.45 P
apinian 4 resp. 

「
婦
女
の
死
後
も
姦
夫
で
あ
る
ご
と
く
、
義
母
が
死
亡
し
た
後
も
、

婿
はincestum

の
廉
で
告
発
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。incest

的
関
係
は
、
義
理
の
母
と
義
理
の
息
子
の
間
に
も
存
在
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
52
） D

.48.5.39
（38

）.2, P
apinian 36 qu

aest.: Q
uare m

ulier tunc dem
um

 eam
 poenam

, quam
 m

ares, sustinebit, cum
 incestum

 iure 

gentium
 prohibitum

 adm
iserit: nam

 si sola iuris nostri observatio interveniet, m
ulier ab incesti crim

ine erit excusata.

「
そ
れ
ゆ

え
、
女
が
男
と
同
じ
罰
を
受
け
る
の
は
、
万
民
法
上
禁
じ
ら
れ
たincestum

を
犯
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
わ
れ
ら
が
法
の

遵
守
だ
け
が
問
題
に
な
る
場
合
に
は
、
女
はincestum

の
罪
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。」

（
53
） D

.48.5.39

（38

）.4: P
apinian 36 qu

aest :F
ratres denique im

peratores C
laudiae crim

en incesti propter aetatem
 rem

iserunt, 

sed distrahi coniunctionem
 illicitam

 iusserunt, cum
 alias adulterii crim

en, quod pubertate delinquitur, non excusetur aetate. 

N
am

 et m
ulieres in iure errantes incesti crim

ine non teneri supra dictum
 est, cum

 in adulterio com
m
isso nullam

 habere possint 

excusationem
.

「
兄
弟
皇
帝
が
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
のincestum

に
関
す
る
罪
を
年
齢
の
ゆ
え
に
許
し
た
が
、
不
法
な
関
係
が
解
消
さ
れ
る
よ
う
命
じ

た
が
、
他
の
場
合
に
、
成
熟
者
が
行
っ
た
姦
通
の
罪
が
年
齢
の
ゆ
え
に
許
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
実
際
、
女
が
法
を
誤
っ
た
と
き
に
は
、
上
述
の
よ

う
に
近
親
相
姦
の
罪
に
つ
い
て
拘
束
さ
れ
な
い
が
、
姦
通
が
犯
さ
れ
た
場
合
に
は
い
か
な
る
救
済
も
与
え
ら
れ
え
な
い
。」7. Incestum

 autem
, 

quod per illicitam
 m

atrim
onii coniunctionem

 adm
ittitur, excusari solet sexu vel aetate vel etiam

 puniendi correctione, quae 

bona fi de intervenit, utique si error allegetur, et facilius, si nem
o reum

 postulavit.

「
と
こ
ろ
で
、
不
法
な
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
犯
さ

れ
る
淫
行
は
、
性
、
年
齢
、
も
し
く
は
善
意
に
行
わ
れ
る
悔
い
改
め
に
よ
り
許
さ
れ
る
の
を
つ
ね
と
す
る
、
そ
も
そ
も
過
ち
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
ま
し
て
い
か
な
る
者
も
そ
の
者
を
告
発
し
な
け
れ
ば
、
そ
う
で
あ
る
。」

（
54
） D

.48.5.39

（38

）.1, P
apinian 36 quaest. S

tuprum
 in sororis filiam

 si com
m
ittatur, an adulterii poena sufficiat m

ari, 

considerandum
 est. O

ccurrit, quod hic duplex adm
issum

 est, quia m
ultum

 interest, errore m
atrim

onium
 illicite contrahatur an 

contum
acia iuris et sanguinis contum

elia concurrant.

「
姉
妹
の
娘
﹇
姪
﹈
に
対
す
るstuprum

が
犯
さ
れ
る
場
合
、
男
にadulterium

の

二
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
六
）

罰
が
十
分
で
あ
る
か
、
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
二
重
の
罪
が
犯
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
生
じ
た
の
で
、
誤
っ
て
婚
姻
が
違
法
に
締
結

さ
れ
る
の
と
、
法
の
拒
絶
と
血
の
軽
侮
﹇
と
い
う
二
重
の
罪
﹈
が
同
時
に
起
こ
る
の
と
は
大
き
な
違
い
だ
か
ら
で
あ
る
。」

（
55
） D

.48.5.39

（38

）.3,7pr., P
apinian 36 qu

aest.

（
56
） D

.48.5.39

（38

）.4-6, P
apinian 36 qu

aest.

（
57
） C

oll.6.5.1, D
iocletian.

（
58
） C

T
h.9.7.8=C

J 9.9.33 

（34

）（393

）. Im
peratores T

heodosius, A
rcadius, H

onorius . S
i qui adulterii fuerint accusati et 

obtentu proxim
itatis intentata depulerint, per com

m
em

orationem
 necessitudinis fi dem

 crim
ini derogando, dum

 existim
atur non 

debere credi quod adlegatur, non potuisse com
m
itti, hi si postm

odum
 in nuptias suas consortium

que convenerint, facinus illud, 

in quo fuerint accusati, m
anifesta fi de atque indiciis evidentibus publicabunt. 1 . U

nde si qui eiusm
odi reperti fuerint, iussim

us 

in eosdem
 severissim

e vindicari et veluti convictum
 facinus confessum

que puniri.

「
皇
帝
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
及
び
ホ

ノ
リ
ウ
ス
か
ら
近
衛
都
督
ル
フ
ィ
ヌ
ス
へ
。
姦
通
の
廉
で
告
発
さ
れ
た
者
が
近
親
関
係
を
理
由
に
告
発
に
抗
弁
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
犯
罪
を
犯
し
た
と

い
う
主
張
が
信
じ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
又
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
犯
さ
れ
よ
う
は
ず
も
な
か
っ
た
と
主
張
し
な
が
ら
、
そ
の
後
彼
等
が
結
婚
す

る
場
合
、
告
発
さ
れ
た
そ
の
犯
罪
が
、
ま
さ
に
こ
の
事
実
の
み
に
よ
っ
て
、
明
確
に
か
つ
法
的
証
拠
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
一
．
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
者
た
ち
に
遭
遇
し
た
場
合
に
は
、
朕
は
そ
の
者
た
ち
が
、
そ
の
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を

告
白
し
た
か
の
よ
う
に
、
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
る
よ
う
命
じ
る
も
の
で
あ
る
。」（
三
九
三
年
）

（
59
） T

ac. A
n

n
als., 6.19. 

ヒ
ス
パ
ニ
ア
の
資
産
家
セ
ク
ス
ト
ゥ
ス
・
マ
リ
ウ
ス
が
娘
を
犯
し
た
廉
で
タ
ル
ペ
イ
ユ
ス
崖
か
ら
突
き
落
と
さ
れ
た
事

案
。D

io 58.22; C
T
h.3.12.1

（342

）、
兄
弟
姉
妹
の
娘
と
関
係
を
も
っ
た
場
合
死
刑
、 C

J.9.9.3 

（393

）.

（
60
） D
.48.18.5, M

arcian 2 in
st.: S

i quis viduam
 vel alii nuptam

 cognatam
, cum

 qua nuptias contrahere non potest, corruperit, in 

insulam
 deportandus est, quia duplex crim

en est et incestum
, quia cognatam

 violavit contra fas, et adulterium
 vel stuprum

 

adiungit. D
enique hoc casu servi in personam

 dom
ini torquentur.

「
人
あ
り
自
己
の
血
族
に
し
て
其
の
者
と
は
婚
姻
を
な
し
得
ざ
る
寡
婦

若
し
く
は
他
人
の
妻
を
誘
拐
し
た
る
場
合
、
島
地
へ
の
重
流
刑
に
処
せ
ら
る
べ
し
。
何
と
な
れ
ば
そ
の
犯
罪
は
二
重
た
れ
ば
な
り
。
す
な
わ
ち
血
族

二
六



古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
二
七
）

の
女
を
法
に
反
し
て
誘
拐
し
た
る
が
故
に
親
族
相
姦
た
り
、
而
し
て
姦
通
若
し
く
は
私
通
を
不
可
し
た
る
な
り
。」 P

S
 2.26.15.

「
不
倫
婚
の
刑
罰

は
、
男
子
に
於
て
は
島
地
へ
の
重
流
刑
た
り
云
々
。」 

訳
文
は
、
田
中
周
友
「
ロ
ー
マ
帝
政
時
代
に
於
け
る
居
住
制
限
の
刑
の
観
念
」『
法
学
論
叢
』

第
四
六
巻
第
六
号
九
二
頁
を
参
照
。

（
61
） P

S
.2.26.15 

（=C
oll.6.3.3

） 

同
所
で
はadulterium

の
問
題
は
扱
わ
れ
て
い
て
な
い
が
、
法
の
錯
誤
は
女
性
に
つ
い
て
宥
恕
さ
れ
得
た
。
不

倫
婚
に
関
す
る
、N

ovJ 12 

（535

）
は
、
一
般
的
に
よ
り
厳
格
で
あ
る
が
、
女
性
が
故
意
に
法
の
遵
守
を
怠
っ
た
場
合
に
の
み
男
性
と
同
様
に
罰
せ

ら
れ
た
。
田
中
秀
央
・
田
中
周
友
訳
「
儒
帝
新
勅
法
第
九
号
乃
至
第
十
三
号
邦
訳
」『
法
学
論
叢
』
第
三
九
巻
第
三
号
五
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
62
） G

.1.64: E
rgo si quis nefarias atque incestas nuptias contraxerit, neque uxorem

 habere videtur neque liberos: Itaque hi, 

qui ex eo coitu nascuntur, m
atrem

 quidem
 habere videntur, patrem

 vero non utique, nec ob id in potestate eius sunt, quales 

sunt ii, quos m
ater vulgo concepit: N

am
 et hi patrem

 habere non intelleguntur, cum
 is etiam

 incertus sit; unde solent spurii fi lii 

appellari vel a G
raeca voce quasi spor｣

dhn concepti nel quasi sine patre fi lii.

「
し
た
が
っ
て
、
或
る
者
が
不
浄
か
つ
乱
倫
の
婚
姻
を

締
結
し
た
と
き
は
、
妻
も
子
も
も
た
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
よ
う
な
結
合
か
ら
生
ま
れ
た
子
は
、
母
を
も
つ
と
は
認
め
ら
れ
る
け

れ
ど
も
、
決
し
て
父
を
も
つ
と
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
父
の
権
力
に
服
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
は
母
の
私
生
子
に

ひ
と
し
い
地
位
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
生
子
も
ま
た
そ
の
父
が
不
確
定
な
の
で
、
父
を
も
つ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
の
者
は
ス
プ
リ
イ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
つ
ね
と
す
る
。
こ
の
語
は
ギ
リ
シ
ア
語
に
い
わ
ゆ
る
ス
ポ
ラ
デ
ン
（
み
だ
り
に
）
懐
胎
さ
れ
た
者
ま

た
は
シ
ネ
・
パ
ト
レ
（
父
の
な
い
）
子
と
い
う
語
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。」C

oll. 6.2.4, U
lpian; Inst. 1.10.12.

（
63
） D

.48.5.14 

（13

）.4, U
lpian 2 d

e ad
u

lt.; 

論
理
的
に
告
発
はadulterium

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろstuprum

に
つ
い
て
で
あ
っ
た
か
。S

ed 

et si ea sit m
ulier, cum

 qua incestum
 com

m
issum

 est, vel ea, quae, quam
vis uxoris anim

o haberetur, uxor tam
en esse non 

potest, dicendum
 est iure m

ariti accusare eam
 non posse, iure extranei posse.

「
妻
が
近
親
相
姦incestum

の
相
手
方
で
あ
っ
た
り
、

妻
と
し
て
の
心
づ
も
り
が
あ
ろ
う
と
、﹇
何
ら
か
の
障
碍
に
よ
っ
て
﹈
妻
た
り
え
な
い
場
合
、
夫
の
権
利
に
よ
っ
て
彼
女
を
告
発
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
家
外
人
の
権
利
よ
れ
ば
可
能
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」

（
64
） D

.23.2.66, P
aul 2 sen

t. 

後
見
人
は
被
後
見
人
の
身
分
に
応
じ
て
罰
せ
ら
れ
た: pr. N

on est m
atrim

onium
, si tutor vel curator 

二
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
八
）

pupillam
 suam

 intra vicesim
um

 et sextum
 annum

 non desponsam
 a patre nec testam

ento destinatam
 ducat uxorem

 vel eam
 fi lio 

suo iungat: quo facto uterque infam
atur et pro dignitate pupillae extra ordinem

 coercetur. N
ec interest, fi lius sui iuris an in 

patris potestate sit.

「
後
見
人
ま
た
は
保
佐
人
が
、
父
に
よ
っ
て
婚
約
さ
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
遺
言
に
お
い
て
指
定
さ
れ
て
い
な
い
二
六
歳
未
満
の

被
後
見
女
を
妻
に
娶
る
か
も
し
く
は
彼
女
を
そ
の
息
子
に
娶
せ
た
と
き
に
は
、
何
ら
婚
姻
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
を
な
し
た
場
合
に
は
、
両
者
は
破

廉
恥
を
宣
告
さ
れ
、
か
つ
被
後
見
女
の
権
威
に
応
じ
て
と
く
に
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
る
。
息
子
が
自
権
者
で
あ
る
か
家
長
権
に
服
し
て
い
る
か
は
問
う

と
こ
ろ
で
は
な
い
。」 D

.48.5.7, M
arcian 10 in

st. 

被
後
見
人
と
結
婚
し
た
後
見
人
は
元
老
院
議
決
の
も
と
で
、
父
親
が
か
か
る
結
婚
を
欲
し
な
い

旨
明
言
し
た
場
合
、
姦
通
に
よ
り
告
発
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。D

.25.2.17pr, U
lpian 30 

（34?

） ad
 ed

. ; C
J.5.6 passim

.

（
65
） D

.23.2.63, P
apinian 1 d

efi n
iton

u
m

, P
raefectus cohortis vel equitum

 aut tribunus contra interdictum
 eius provinciae duxit 

uxorem
, in qua offi  cium

 gerebat: m
atrim

onium
 non erit: quae species pupillae com

paranda est, cum
 ratio potentatus nuptias 

prohibuerit. S
ed an huic quoque si virgo nupsit, non sit auferendum

 quod testam
ento relictum

 est, deliberari potest: exem
plo 

tam
en pupillae nuptae tutori, quod relictum

 est potest m
ulier consequi. P

ecuniam
 tam

en in dotem
 datam

 m
ulieris heredi 

restitui necesse est.

「
歩
兵
隊
ま
た
は
騎
兵
隊
の
長
官
、
あ
る
い
は
ま
た
ト
リ
ブ
ヌ
ス
が
特
示
命
令
に
反
し
て
、
彼
が
職
務
を
司
っ
た
と
こ
ろ
の

属
州
の
女
を
娶
っ
た
。
そ
の
婚
姻
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
も
の
は
、
権
力
関
係
が
婚
姻
を
禁
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
被
後
見
女
の
場

合
と
比
較
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
未
婚
女
が
か
か
る
男
と
婚
姻
し
た
場
合
に
も
、
遺
言
に
よ
っ
て
遺
さ
れ
た
も
の
が
取
り
上
げ
ら
れ
う

べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
熟
考
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
後
見
人
と
婚
姻
し
た
被
後
見
女
の
例
に
よ
っ
て
、

妻
は
遺
さ
れ
た
も
の
を
得
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
嫁
資
と
し
て
贈
与
さ
れ
た
特
有
財
産
が
そ
の
女
の
相
続
人
に
返
還
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ

る
。」D

.23.2.38, P
aul 2 sen

t. 

（
66
） D
.23.2.42.1, M

odestinus d
e ritu

 n
u

pt.; D
.23.2.44, P

aul 1 ad
 l. Iu

liam
 et P

apiam
; U

lp. R
eg. 13.1-2. 

（
67
） P

S
.2.19.9; C

T
h.9.9.1=C

J.9.11.1 

（326/9

）
は
、
自
身
の
奴
隷
と
の

│
秘
密
裏
の

│
性
的
関
係
を
も
っ
た
婦
人
を
厳
格
に
取
り
扱
っ
た
。

元
首
政
期
の
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
元
老
院
議
決S

C
 C

laudianum

は
性
的
道
徳
よ
り
も
子
供
た
ち
の
財
産
権
に
関
わ
っ
て
い
る
。D

.16.3.27, P
aul 7 

resp.

に
お
け
る
解
放
自
由
人
た
る
女
性
と
奴
隷
の
同
棲
の
冷
静
な
受
容
を
比
較
せ
よ
。

二
八



古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
るincestum

に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
二
九
）

（
68
） C

T
h.9.7.5=3.7.2=C

J.1.9.6 

（388

）. 

こ
の
種
の
所
謂
結
婚
は
姦
淫
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。「
朕
茲
に
制
し
て
基
督
教
徒
た
る
婦

女
が
婚
姻
に
よ
り
て
ユ
ダ
ヤ
人
を
夫
と
な
す
こ
と
を
禁
じ
又
は
基
督
教
徒
た
る
男
子
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
婦
女
と
婚
姻
し
て
之
を
妻
と
な
す
こ
と
を
禁
ず
。

こ
の
禁
制
に
違
反
し
て
婚
姻
し
た
る
も
の
は
之
を
姦
通
罪
の
犯
人
と
し
て
処
罰
す
べ
き
も
の
と
す
。
故
に
何
人
と
雖
も
こ
の
重
大
犯
罪
を
告
発
す
べ

き
も
の
と
す
。」
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
二
世
第
二
年
。
佐
伯
好
郎
訳
「
欽
定
勅
法
彙
纂
邦
訳
十
七
」『
法
律
論
叢
』
第
一
八
巻
四
号
一
一
五
頁
を
参
照
。

（
69
） C

T
h.3.14.1 

（368/73

）.

（
70
） D

.48.5.30.1, U
lpian 4 d

e ad
u

lteriis.: Q
uod ait lex, adulterii dam

natum
 si quis duxerit uxorem

, ea lege teneri, an et ad 

stuprum
 referatur, videam

us: quod m
agis est. C

erte si ob aliam
 causam

 ea lege sit condem
nata, im

pune uxor ducetur.

「
姦
通
の

廉
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
を
妻
と
し
た
場
合
、
法
律
に
基
づ
い
て
﹇
売
春
斡
旋lenocinium

の
﹈
罰
を
科
さ
れ
る
と
当
該
法
律
が
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、

stuprum

に
も
あ
て
は
ま
る
か
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
み
よ
う
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
姦
通
以
外
の
事
件
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
を
妻
と
し
て
も
罰
を
受
け

な
い
の
は
確
か
だ
と
さ
れ
る
。」

（
71
） D

.23.2.48.1, T
er. C

lem
ens 8 ad

 l. Iu
liam

 et P
apiam

 

は
禁
じ
ら
れ
た
結
婚
を
特
権
の
剥
奪
以
外
は
成
立
し
て
い
る
と
看
倣
し
て
い
る
。

U
lp. R

eg. 16.2

は
、
か
か
る
結
婚
を
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
立
法
の
反
独
身
条
項
の
軽
減
と
は
看
倣
し
て
い
な
い
、
と
語
る
。

（
72
） 

本
村
・
前
掲
・
二
七
八
頁
以
下
。

（
73
） adulterium

とstuprum

に
つ
い
て
、
前
者
を
「
姦
通
」（
夫
の
あ
る
女
性
が
ほ
か
の
男
性
と
関
係
す
る
こ
と
）、
後
者
を
「
淫
行
」（
み
だ
ら

な
関
係
）
と
で
も
訳
せ
ば
「
理
解
し
や
す
い
」
と
さ
れ
る
、
本
村
前
掲
・
二
七
八
頁
参
照
。

（
74
） 

本
村
・
前
掲
二
八
一
頁
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
〜
二
〇
一
六
年
度
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
レ
グ
ラ
エ
の

研
究
」
研
究
課
題
番
号25380013
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

二
九
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